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税務訴訟資料 第２６５号－１２３（順号１２７０６） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 相続税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（芝税務署長） 

平成２７年７月３０日棄却・確定 

 

判     決 

原告             Ｅ 

原告             Ｆ 

原告             Ｈ 

原告             Ｉ 

上記４名訴訟代理人弁護士   大原 誠三郎 

同              志賀 櫻 

同              菅原 万里子 

同              松居 英二 

同補佐人税理士        宮森 俊樹 

同              中村 彰宏 

同              毛利 修平 

被告             国 

同代表者法務大臣       上川 陽子 

処分行政庁          芝税務署長 

               長谷川 芳史 

指定代理人          別紙１指定代理人目録のとおり 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 処分行政庁が原告Ｅに対して平成２３年１２月２６日付けでした、被相続人Ｊの平成２０年１

２月●日相続開始に係る相続税の更正処分（ただし、平成２４年１０月９日付けの審査裁決によ

り一部取り消された後のもの）のうち、課税価格１２億１９８０万５０００円、納付すべき税額

５億７６０５万８６００円を超える部分を取り消す。 

２ 処分行政庁が原告Ｅに対して平成２３年４月１８日付けでした過少申告加算税賦課決定処分

（ただし平成２４年１０月９日付けの審査裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

３ 処分行政庁が原告Ｆに対して平成２３年１２月２６日付けでした、被相続人Ｊの平成２０年１

２月●日相続開始に係る相続税の更正処分（ただし、平成２４年１０月９日付けの審査裁決によ

り一部取り消された後のもの）のうち、課税価格１２億１９８０万５０００円、納付すべき税額

５億７６０５万８６００円を超える部分を取り消す。 
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４ 処分行政庁が原告Ｆに対して平成２３年４月１８日付けでした過少申告加算税賦課決定処分

（ただし平成２４年１０月９日付けの審査裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

５ 処分行政庁が原告Ｉに対して平成２３年１２月２６日付けでした、被相続人Ｊの平成２０年１

２月●日相続開始に係る相続税の更正処分（ただし、平成２４年１０月９日付けの審査裁決によ

り一部取り消された後のもの）のうち、課税価格１２億１９８０万５０００円、納付すべき税額

５億７６０５万８５００円を超える部分を取り消す。 

６ 処分行政庁が原告Ｉに対して平成２３年４月１８日付けでした過少申告加算税賦課決定処分

（ただし、平成２４年１０月９日付けの審査裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

７ 処分行政庁が原告Ｈに対して平成２３年１２月２６日付けでした、被相続人Ｊの平成２０年１

２月●日相続開始に係る相続税の更正処分（ただし、平成２４年１０月９日付けの審査裁決によ

り一部取り消された後のもの）のうち、課税価格１２億１９８１万円、納付すべき税額５億７６

０６万０９００円を超える部分を取り消す。 

８ 処分行政庁が原告Ｈに対して平成２３年４月１８日付けでした過少申告加算税賦課決定処分

（ただし平成２４年１０月９日付けの審査裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、平成２０年１２月●日に死亡したＪ（以下「亡Ｊ」という。）を相続（以下「本件相

続」という。）した原告らが、相続財産である株式会社Ｋ（以下「本件会社」という。）の株式（以

下「本件株式」という。）を類似業種比準価額によって評価して、相続税の申告及びその後の修

正申告をしたところ、芝税務署長から、本件株式は、財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日

付け直資５６・直審（資）１７による国税庁長官通達。ただし、平成２１年５月１３日付け課評

２－６による改正前のもの。以下「評価通達」という。）に基づき、１株当たりの純資産価額（相

続税評価額によって計算した金額。以下同じ。）によって評価すべきであり、上記相続税の修正

申告は本件株式の価額を過少に評価しているとして、それぞれ、平成２３年４月１８日付け更正

処分（以下「第一次各更正処分」という。）及び過少申告加算税賦課決定処分（以下「第一次各

賦課決定処分」という。）を受け、さらに、同年１２月２６日付け増額再更正処分（以下「第二

次各更正処分」という。）及び過少申告加算税賦課決定処分（以下「第二次各賦課決定処分」と

いう。）を受けたことから、第二次各更正処分のうち申告額を超える部分及び第一次各賦課決定

処分（ただし、いずれも平成２４年１０月９日付け審査裁決により一部取り消された後のもの。

以下、併せて「本件各処分」という。）の取消しを求める事案である。なお、亡Ｊの相続財産の

価額については、本件株式を除き、当事者間に争いがない。また、第二次各賦課決定処分につい

ては、上記審査裁決によって既に取り消されている。 

１ 関係法令等の定め 

（１）相続税法の定め 

 相続税法２２条は、同法第３章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与に

より取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控

除すべき債務の金額は、その時の現況による旨定めている。 

（２）評価通達の定め（乙５） 

 評価通達は、取引相場のない株式の評価について、要旨、次のとおり定めている。 

ア 評価通達１６８は、取引相場のない株式とは、上場株式（金融商品取引所に上場されてい

る株式）及び気配相場等のある株式（日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録若
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しくは店頭管理銘柄として指定されている株式又は公開途上にある株式）以外の株式をいう

旨定めている。 

イ 評価通達１７８は、取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社

（以下「評価会社」という。）を従業員数、総資産価額及び直前期末以前１年間における取

引金額の規模（以下、単に「事業規模」という。）の要素を用いて大会社、中会社又は小会

社に区分し、その区分に応じて、それぞれ評価通達１７９の定めによって評価する旨定め、

ただし、特定の評価会社の株式の価額については、評価通達１８９の定め（後記オ参照）に

よって評価する旨定めている。 

 そして、評価通達１７９は、①大会社の株式の価額については、類似業種比準価額によっ

て評価し（以下、この評価方式を「類似業種比準方式」という。）、②中会社の株式の価額に

ついては、事業規模に応じて０．６から０．９までのＬの割合を定め、これを用いた算式（類

似業種比準価額×Ｌ＋１株当たりの純資産価額×（１－Ｌ））によって評価し（以下、この

評価方式を「併用方式」という。）、③小会社の株式の価額については、１株当たりの純資産

価額によって評価する（以下、この評価方式を「純資産価額方式」という。）旨定め、ただ

し、納税義務者の選択により、大会社及び中会社の株式の価額については、純資産価額方式

によって評価することができ、小会社の株式の価額については、Ｌの割合を０．５とする併

用方式によって評価することができる旨定めている。 

ウ 評価通達１８０～１８４は、類似業種比準価額について定めている。類似業種比準価額は、

類似業種の株価を基礎として、類似業種と評価会社の１株当たりの配当金額、年利益金額及

び純資産価額を所定の方法で比較し、類似業種の株価に比準して算出した価額に、０．７（中

会社は０．６、小会社は０．５）を乗じた金額であり、その算式は下記のとおりである。な

お、類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して定められた業種目のうち、評価会社

の事業が該当する業種目とする。また、類似業種の株価は、課税時期に属する月以前３か月

間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとし、ただし、納税義務者の選択により、前

年平均株価によることもでき、これらの株価は、業種目に該当する上場会社（以下「標本会

社」という。）の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額を基に計算した金額によるもの

とされている。 

Ａ×  

Ⓑ 
＋ 

Ⓒ 
×３＋ 

Ⓓ 

 ×０．７ Ｂ Ｃ Ｄ 

５ 

「Ａ」＝類似業種の株価 

「Ⓑ」＝評価会社の１株当たりの配当金額 

「Ⓒ」＝評価会社の１株当たりの利益金額 

「Ⓓ」＝評価会社の１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額） 

「Ｂ」＝課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの配当金額 

「Ｃ」＝課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの年利益金額 

「Ｄ」＝課税時期の属する年の類似業種の株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算

した金額） 

エ 評価通達１８５は、１株当たりの純資産価額は、課税時期における各資産を評価通達に定

めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び
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評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株

式数で除して計算した金額とする旨定めている。 

 なお、評価通達１８５括弧書きは、上記課税時期における各資産について、評価会社が課

税時期前３年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利（以下「土地等」とい

う。）並びに家屋及びその附属設備又は構築物（以下「家屋等」という。）の価額は、課税時

期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該

家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合に

は、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができる旨定めている。 

オ 評価通達１８９は、評価通達１７８の「特定の評価会社の株式」とは、評価会社の資産の

保有状況、営業の状態等に応じて定められた、①比準要素数１の会社の株式、②株式保有特

定会社の株式、③土地保有特定会社の株式、④開業後３年未満の会社等の株式、⑤開業前又

は休業中の会社の株式、⑥清算中の会社の株式をいい、その株式の価額は、それぞれの区分

に従い、それぞれに掲げるところによる旨定めている。 

 このうち、評価通達１８９（３）は、土地保有特定会社の株式の価額は、評価通達１８９

－４の定めによる旨定め、土地保有特定会社とは、①評価通達１７８の定めにより大会社に

区分される会社で、その有する各資産を評価通達の定めるところにより評価した価額の合計

額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合（以下「土地保有割合」という。）が７０％

以上である会社、②評価通達１７８の定めにより中会社に区分される会社で、土地保有割合

が９０％以上である会社をいう旨定めている。 

 そして、評価通達１８９－４は、土地保有特定会社の株式の価額は、評価通達１８５の本

文の定めにより計算した１株当たりの純資産価額によって評価する旨定めている。 

カ なお、小会社の株式については、従前、純資産価額方式のみによって評価することができ

たが、昭和５８年４月８日付け直評５・直資２－９６による評価通達の一部改正（以下「昭

和５８年改正」という。）により、前記イでみたとおり、併用方式による評価を選択できる

ようになったものである（甲１４）。 

 また、前記エ及びオでみた評価通達１８９（３）、１８９－４及び１８５括弧書きは、平

成２年８月３日付け直評１２・直資２－２０３による評価通達の一部改正（以下「平成２年

改正」という。）によって創設され、その後の一部改正によって前記のとおり定められてい

るものである（甲６、乙５）。 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実） 

（１）当事者等 

ア Ｍ（以下「Ｍ」という。）は亡Ｊの妻であり、原告ら（以下、原告Ｅを「原告Ｅ」、原告Ｆ

を「原告Ｆ」、原告Ｈを「原告Ｈ」、原告Ｉを「原告Ｉ」という。）は亡Ｊの子らである。 

イ 本件会社は、不動産の賃貸借及び管理業務等を目的とする株式会社（昭和３１年設立）で

あり、平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの事業年度における取引金額は２

３億２６６１万１４６３円で、評価通達１７８の定める「大会社」に区分される会社であっ

た。 

 本件相続の開始当時、本件会社の発行済株式総数は２万１８００株であり、本件会社の株

式は、上場株式及び気配相場等のある株式ではなく、評価通達１６８が定める「取引相場の
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ない株式」であった。 

（２）相続及び遺産分割協議の成立 

ア 亡Ｊは平成２０年１２月●日に死亡し、Ｍ及び原告らが亡Ｊを相続（本件相続）した。 

イ 亡Ｊの相続財産及びその評価額は、別表４から８記載のとおりである（別表４記載の各土

地は、共有持分の持分割合に応じた面積のみを記載した土地を含む（以下同じ。）。また、別

表６（順号１）記載の本件株式の評価額については、当事者間に争いがある。）。 

ウ Ｍ及び原告らは、平成２２年１月２６日、亡Ｊの相続財産のうち、本件株式（２万１４０

０株）については、Ｍが１万０７００株、原告らが各２６７５株ずつを取得することなどを

内容とする遺産分割協議を成立させた。 

（３）本件会社の資産等 

ア 本件会社は、本件相続の開始当時、別表１０記載の各資産を有していた（その評価額につ

いては、「土地」、「借地権」及び「３年以内に取得した借地権」に係る評価額を除き、当事

者間に争いがない。）。 

イ 本件会社は、本件相続の開始当時、別表１１－１（順号１～１３、１５～３３、３６、３

７、３９～４７）記載の各土地（共有持分の持分割合に応じた面積のみを記載した土地を含

む。以下同じ。）を所有していた（以下、同別表順号１ないし４０記載の土地等については、

同別表中の「本訴における略称」欄のとおり呼称する。）。 

ウ 本件会社は、本件相続の開始当時、別表１１－１（順号１４、３４、３５、３８、４８）

記載の各借地権（貸家建付借地権を含む。）及び別表１１－２記載の借地権及び貸家建付借

地権を有していた。このうち、別表１１－１（順号１４）記載の本件甲借地権及び同別表（順

号３８）記載の本件乙借地権は、本件会社が本件相続開始前３年以内に取得した借地権であ

る。 

エ 亡Ｊ及び本件会社は、亡Ｊが所有する別表１１－２記載の各土地について、亡Ｊを賃貸人、

本件会社を賃借人として、将来無償で土地を返還する旨の約定により賃貸借契約を締結し、

所轄の税務署長に対し、法人税基本通達（昭和４４年５月１日付け直審（法）２５国税庁長

官通達。ただし、平成２０年１２月２６日付け課法２－１４ほかによる改正前のもの。以下

同じ。）１３－１－７に定める届出に係る届出書（以下「無償返還届出書」という。）を提出

した（以下、上記各土地を「本件無償返還予定地」という。）。 

（４）更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分等の経緯 

ア 原告らは、本件株式を類似業種比準方式によって評価して、別表ＡからＤまで（以下、併

せて「別表Ａ等」という。）の各順号１及び２記載のとおり、芝税務署長に対し、平成２２

年２月１日、本件相続に係る相続税について申告をし、同年１２月２７日、修正申告をした

（乙１）。 

イ 芝税務署長は、平成２３年１月２８日、原告らに対し、別表Ａ等の各順号３記載のとおり、

過少申告加算税賦課決定処分をした。 

ウ 芝税務署長は、平成２３年４月１８日、原告らに対し、本件会社は評価通達１８９（３）

が定める「土地保有特定会社」に該当するから、本件株式は純資産価額方式によって評価す

べきものであるなどとして、別表Ａ等の各順号４記載のとおり、第一次各更正処分及び第一

次各賦課決定処分（以下、併せて「第一次各更正処分等」という。）をした。 

エ 原告らは、平成２３年６月１７日、芝税務署長に対し、別表Ａ等の各順号５記載のとおり、
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第一次各更正処分等を不服として異議申立てをした。 

オ 芝税務署長は、平成２３年９月１６日、原告らの異議申立てをいずれも棄却する旨の決定

をした（甲１）。 

カ 原告らは、平成２３年１０月１４日、国税不服審判所長に対し、別表Ａ等の各順号７記載

のとおり、第一次各更正処分等を不服として審査請求をした。 

キ 芝税務署長は、平成２３年１２月２６日、原告らに対し、別表Ａ等の各順号８記載のとお

り、第二次各更正処分及び第二次各賦課決定処分（以下、併せて「第二次各更正処分等」と

いう。）をした。 

ク 原告らは、平成２４年２月３日、芝税務署長に対し、別表Ａ等の各順号９記載のとおり、

第二次各更正処分等を不服として異議申立てをした。なお、芝税務署長が、平成２４年２月

９日、原告らの異議申立書を国税不服審判所長に送付したことにより、第二次各更正処分等

については審査請求がされたものとみなされた（国税通則法９０条）。 

ケ 国税不服審判所長は、平成２４年１０月９日、原告らに対し、別表Ａ等の各順号１０記載

のとおり、第二次各賦課決定処分の全部を取り消すとともに、第二次各更正処分及び第一次

各賦課決定処分の一部を取り消す旨の裁決（以下「本件裁決」という。）をした（甲２）。 

（５）本件訴えの提起 

 原告らは、平成２５年４月１０日、第二次各更正処分のうち申告額を超える部分及び第一次

各賦課決定処分（ただし、いずれも本件裁決により一部取り消された後のもの）の取消しを求

めて、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

３ 被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性 

 本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張は、別紙２のとおりである。なお、後記４の

争点以外の点や、争点に関する被告の主張が認められた場合の税額算定過程等については、当事

者間に争いがない。 

４ 争点 

 亡Ｊの相続財産の評価額は、本件株式の評価額を除き、当事者間に争いがない（原告らは、訴

状において、本件相続により相続した土地の一部の価額についても争う旨主張していたが、後に

この主張は撤回した。）。被告は、本件株式について、評価通達１８９（３）、１８９－４及び１

８５（以下「評価通達１８９（３）等」という。）に従って評価すべきであり、本件会社は土地

保有特定会社に該当するから、純資産価額方式によって評価すべきである旨主張する。他方、原

告らは、評価通達１８９（３）等は違法・無効な通達であり、仮にそうでないとしても、本件会

社の土地保有割合は７０％未満であり、本件会社は土地保有特定会社に該当しないから、本件株

式の評価は類似業種比準方式によるべきである旨主張する。 

 そのため、本件の争点は次のとおりである。 

（１）評価通達１８９（３）等の合理性の有無等 

（２）本件会社が土地保有特定会社に該当するか否か 

（３）本件株式についてとるべき評価方法及び一株当たりの評価額 

５ 争点に対する当事者の主張の要旨 

（１）争点（１）（評価通達１８９（３）等の合理性の有無等）について 

（原告らの主張の要旨） 

ア 評価通達１８９（３）等は、法律の根拠を欠く無効な通達であり、それ自体としても合理
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性を失っていること 

（ア）昭和６０年以降、いわゆるバブル経済の影響で地価が異常に高騰している一方で、相続

時に取得した財産の価額については、評価通達に基づき、土地等が取引価格（実勢価格）

の５０％ないし６０％で評価され、建物等も取得価額の２０％ないし３０％程度で評価さ

れるという状態であった。そのため、相続直前に借入金又は手持ちの現金で土地等や建物

等を取得することにより、相続税における課税価格を意図的に低額にする租税回避事例

（行きすぎた相続税の節税策）が出現した。そこで、当時の取引価格と評価通達による土

地の評価額の開差を利用した節税行為を規制するため、租税特別措置法６９条の４（平成

８年法律第１７号による改正前のもの。以下「旧措置法６９条の４」という。）が定めら

れた。同条は、個人が相続若しくは遺贈により取得した財産又は個人が贈与により取得し

た財産で相続税法１９条の規定の適用を受けるもののうちに、当該相続又は同条の相続の

相続開始前３年以内にこれらの相続又は遺贈に係る被相続人が取得又は新築（以下「取得

等」という。）をした土地等又は建物等がある場合には、当該個人が取得等をした当該土

地等又は建物等については、同法１１条の２に規定する相続税の課税価格に算入すべき価

額又は同法１９条の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した

財産の価額は、同法２２条の規定にかかわらず、当該土地等又は建物等に係る取得価額と

して政令で定めるものの金額とする旨規定しており（１項）、要するに「被相続人が相続

開始前３年以内に取得した土地等又は建物等についての評価は、通常の評価によらず、取

得価額で評価する。」旨を定めたものである。 

 他方、評価通達１８９（３）等は、平成２年８月に発遣されたものであるところ、旧措

置法６９条の４と同様、取引価格と評価通達による土地等又は建物等の評価額の開差を利

用した節税行為を規制するという趣旨、目的の下に発遣されたものである。この点につい

ては、税制調査会も、平成２年１０月３０日付け「土地税制のあり方についての基本答申」

において、「会社がそのオーナーの相続開始前に借入金で土地を取得し、その会社の株式

評価額を大幅に圧縮したり、株式保有特定会社を利用し、その評価額を大幅に圧縮する等

のいわゆる株式評価を利用した行き過ぎた相続税の節税対策が行われ、課税の公平の観点

から問題があった。これについては、本年８月３日相続税財産評価に関する基本通達の一

部改正を行うことにより、その是正を図るための評価の適正化が図られ、本年９月１日以

後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価について適用されているところであ

る。」と報告している。 

 そして、評価通達１８５括弧書きが、「課税時期前３年以内に取得」した「土地等」及

び「建物等」については、「当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期におけ

る通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によっ

て評価することができるものとする。」として、相続税法２２条の例外を定め、旧措置法

６９条の４と同様の文言を使っていることに照らすと、評価通達１８５括弧書きと旧措置

法６９条の４は、非平常時の制定法及び通達として強い牽連関係を有しているといえる。 

 したがって、評価通達１８９（３）等が旧措置法６９条の４に従属する下位規範として

発遣された通達であることは明らかである。 

（イ）もっとも、バブル経済崩壊後、地価は急落し、特に平成３年以降は下落の一途をたどり、

旧措置法６９条の４については、相続時の実勢価格よりも過大に評価されて相続税が課税
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されるいわば「財産権の侵奪」が生じ、バブル経済を前提にした土地税制（非平常時にお

ける税制）に批判が続出するようになった。そして、大阪地方裁判所が平成７年１０月１

７日に言い渡した判決は、旧措置法６９条の４をバブル崩壊後においても適用し続けるこ

とは「憲法違反（財産権の侵害）の疑いが極めて強い」との司法判断を下した。これらを

受けて、直ちに立法措置が講じられ、平成８年の税制改正において、旧措置法６９条の４

が廃止されたのである。 

 にもかかわらず、同じ趣旨、目的により地価高騰の非平常時（異常事態）における課税

のために設けられた評価通達１８９（３）等のみが残っている。バブル経済が崩壊して久

しく、節税の動機ともなり得る急激な地価の異常高騰も起こらない平常時、とりわけサブ

プライムショックやリーマンショックによって地価が下落しているような本件相続時に

おいては、もはや評価通達１８９（３）等の発遣時に問題視されたような過度な節税行為

を行うような社会状況にはなく、あえてこのような行為を規制する理由はなくなっている。 

（ウ）以上のとおり、評価通達１８９（３）等は、バブル経済の時期に導入された旧措置法６

９条の４の規定の施行のために発遣されたものであるところ、同規定が違憲の疑いがある

として廃止されたことに伴い、その根拠法をなくしたにもかかわらず、その後も残ってい

るものであるから、法律の根拠を欠く無効な通達であり、かかる無効な通達によって本件

株式を評価することは租税法律主義に違反するというべきである。 

 また、仮に、旧措置法６９条の４が評価通達１８９（３）等の根拠法でないとしても、

評価通達１８９（３）等は、旧措置法６９条の４と同じ趣旨、目的により発遣されたもの

であるから、それ自体、違憲の疑いが強いものであり、合理性を失っているというべきで

ある。 

イ 評価通達１８９（３）等は相続税法２２条に違反していること 

 相続税法２２条が取得した財産の価額は「当該財産の取得の時（相続等の時点）における

時価」と定めているにもかかわらず、評価通達１８５括弧書きは「当該帳簿価額に相当する

金額によって評価することができる」として勝手に評価の時点及びその価額を変更している。 

 また、評価通達１８５括弧書きは、「当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時

期における通常の取引価額に相当すると認められる場合」に「当該帳簿価額に相当する金額

によって評価することができる」と定めているが、「課税時期における通常の取引価額」が

判明しているのであれば、わざわざ「帳簿価額」を持ち出す必要はなく、日常言語的な論理

の破綻である。そうすると、評価通達１８５括弧書きが「帳簿価額」の使用を認めているこ

との意義は、「課税時期における通常の取引価額」が判明していない場合でも、「帳簿価額」

によって評価できるとする点にある。これは、詭弁を弄して、相続税法２２条の定める「当

該財産の取得の時（相続等の時点）における時価」を超える課税価格を認める余地を開くも

のである。 

 したがって、このような評価通達１８５括弧書きを含む評価通達１８９（３）等を用いて

財産の評価を行うことは、相続税法２２条に違反するものというべきである。 

ウ 本件株式の評価は類似業種比準方式によるべきであること 

（ア）評価通達１８９（３）等は、「土地保有特定会社」とされた株式会社の株式につき、純

資産価額方式のみによって評価するという取扱いを行っているが、拠出資本としての本件

会社の株式は、営利を目的とした継続的な投資であるから、以下に述べるとおり、当該株
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式の営利性を加味した類似業種比準方式によるべきである。 

（イ）昭和５３年から昭和５５年頃にかけて、相続税制が事業承継を阻害しているという問題

が取り上げられ、事業承継税制の導入の必要性が議論された。すなわち、戦後の復興期を

終えて経済が発展し、高度成長期に入って地価が上昇する一方、相続税課税においては、

特に小会社の取引相場のない株式について、企業の精算価値・資産の処分価値しか念頭に

ない純資産価額方式による評価が強制されていたことから、相続税負担の増大に繋がり、

納税のために事業用財産の一部を処分せざるを得ない事態や、廃業を余儀なくされる事態

が生じていた。そこで、昭和５５年から政府、与党及び国会等において長期間にわたる議

論がされた末、昭和５８年に税制改正が行われ、同年４月８日付けの評価通達の一部改正

（昭和５８年改正）により、事業承継税制の導入が実現し、小会社の株式についても、そ

れまで純資産価額方式だけで評価されていたものが、併用方式による評価も認められこと

となり、また、類似業種比準方式も合理的な方法に改善された。取引相場のない株式につ

いては、その後もこの事業承継税制を導入した昭和５８年改正の内容を基礎とし、この理

念を発展する方向で評価通達の改正が行われ、今日に至っている。 

 しかるに、評価通達１８９（３）等は、審議を経ることなく国税庁長官の発遣する一片

の通達ごときによって事業承継税制を変更し、土地保有特定会社について、企業の収益性

を加味した評価方式である類似業種比準方式を排除し、純資産価額方式による評価を強制

するものであり、事業承継税制の理念に逆行し、租税法律主義を軽視する極めて異質なも

のというべきである。 

（ウ）本件会社は、昭和３１年４月●日に始まり、設立以来脈々とビルの賃貸及び管理を行い、

本件相続の開始当時、テナントビル８棟及びマンション４棟を有し、従業員も多数おり、

堅実に事業運営を行い、売上げも計上していた実体のある事業会社である。そのため、単

なる「土地の固まり」、「土地そのもの」とみなされ、清算価値を前提とする純資産価額方

式によって株式を評価されることは会社の実態にそぐわないというべきである。また、本

件会社は、多数の土地及び建物を保有しているが、そのほとんどが昭和３０年代から昭和

５０年代に取得したものであり、バブル経済とは無関係である上、亡Ｊが本件会社に対す

る土地取引を利用して節税を図った事実は一切ない。さらに、本件会社の代表取締役であ

った亡Ｊは、本件相続の開始当時、会長職に退いており、原告Ｅが代表取締役を、原告Ｆ

が専務取締役を、原告Ｈ及び原告Ｉが取締役を務めていたのであるから、本件会社の株式

は、まさに事業承継税制がその適用対象として念頭に置いていた株式の典型例であるとい

える。 

 したがって、本件会社の株式については、事業承継税制の趣旨に従い、類似業種比準方

式によって評価されるべきである。 

エ 評価通達１８９（３）等の形式的な基準に合理性はないこと 

 評価通達１８９（３）等は、大会社について土地保有割合が７０％以上である場合に、そ

の株式を純資産価額方式によって評価する旨定めているが、このような形式的な基準によっ

て評価方式及び課税価格が大きく変動する可能性がある通達の定めは、かえって租税負担の

公平を害するものであり、合理性を有するものではない。 

（被告の主張の要旨） 

ア 評価通達１８９（３）等は、相続税法２２条に関する通達であり、合理性も認められるこ
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と 

（ア）旧措置法６９条の４の規定は、相続税の課税価格に算入すべき土地等又は建物等の価額

について規定したものであり、その内容も、相続税法２２条に規定する時価によらず、取

得価額によるとする旨を規定したものである。他方、評価通達１８９（３）等は、相続税

法２２条に規定する時価は相続開始時における当該財産の客観的交換価値であるところ、

この客観的交換価値は必ずしも一義的に確定されるものではないことから、同条に規定す

る時価を算出するための評価方式を定めたものである。このように、旧措置法６９条の４

の規定と評価通達１８９（３）等とは、その趣旨、目的を異にするものである。 

 また、評価通達１８５括弧書きの記載からも明らかなとおり、当該括弧書きには、旧措

置法６９条の４に規定されているように、相続税の課税価格に算入すべき土地等又は建物

等の価額について、相続税法２２条に規定する時価によらず、取得価額によるものとする

旨は定められていないのであり、評価通達１８５括弧書きの記載と旧措置法６９条の４の

規定振りは明らかに異なっている。 

 したがって、旧措置法６９条の４が評価通達１８９（３）等の根拠法であるとはいえな

い。 

（イ）評価通達は、評価会社の事業規模に応じて、異なる評価方式を採用しているところ、そ

のうち類似業種比準方式は、評価通達１７９の表に掲げる大会社、すなわち、上場会社に

匹敵するような事業規模の評価会社の株式について適用される方式である。 

 しかしながら、上場会社に匹敵するような事業規模の会社の中には、上場会社に比べて、

会社の総資産のうちに占める各資産の保有状況が株式や土地などの特定の資産に偏った

会社や、開業後間もなく経営状況や財務指標がいまだ安定的ではない会社が見受けられる。

このような会社の株式の価額は、その保有する株式や土地等の価値に依存する割合が高い

ものと考えられ、かかる特定の会社の株式については、一般の評価会社に適用される類似

業種比準方式により適正な株価の算定を行うことは期し難いため、類似業種比準方式によ

る評価額と適正な時価との間に開差を生じさせることになり、この開差を利用した租税回

避行為の原因になっていた。また、ある種の財産（例えば土地、株式）については、その

財産についての評価額と実際の取引価額との間に開差を生じさせることにより、同開差を

利用した租税回避行為の原因にもなっていた。そこで、課税の公平の観点から、そのよう

な開差を是正するとともに、より株式取引の実態に適合するように評価の一層の適正化を

図る目的で、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等が一般の会社と異なる「特定の評

価会社の株式」について、特別な評価方法により評価することとし、評価通達の一部改正

（平成２年改正）が行われた。 

（ウ）そして、平成２年改正により、「特定の評価会社の株式」のうち土地保有特定会社の株

式については、純資産価額方式により評価する旨定められたところ（評価通達１８９－４）、

土地保有特定会社の株式について評価通達が当該方式を採用した趣旨は、土地保有特定会

社の保有する資産の大部分が土地であることから、当該会社の資産性に着目し、その保有

する土地等の価値を株価に反映させることにある。すなわち、会社の総資産のうちに占め

る各資産の保有状況が、類似業種比準方式における標本会社である上場会社に比べて著し

く土地等に偏った会社（土地保有特定会社）の株式については、一般の評価会社に適用さ

れる類似業種比準方式（標本会社である上場会社に匹敵するような会社の株式について適
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用される評価方法）を適用すべき前提条件を欠き、同方式によっては適正な評価を期し難

いことから、当該会社の資産価値をより良く反映させて適正な評価を行うために、純資産

価額方式により評価することとされたものである。したがって、評価通達１８９（３）等

は、租税回避行為を防止することのみを目的として定められたものではない。 

 このように、評価通達は、評価会社の規模、性格、株主の実態等に応じて別の評価方法

を定めており、評価会社の個別事情もその評価額に反映し得る合理的なものであるという

ことができ、また、保有する資産の大部分が土地である会社を土地保有特定会社として純

資産価額方式により評価することも、相続税法２２条の定める時価を求めるための合理的

な評価方法であるといえる。 

イ 評価通達１８９（３）等は相続税法２２条に違反しないこと 

 評価通達１８５括弧書きは、評価会社が課税時期前３年以内に取得した土地等及び家屋等

に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合に限って、

当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができる旨定めているのであるから、そ

の文言そのものからも、帳簿価額が課税時期における通常の取引価額（時価）を超えている

場合にまで、帳簿価額に相当する金額によって評価することを定めたものではないことは明

らかである。 

 この点、財産の「時価」（通常の取引価額）は、通常、一義的に定まるものではなく、評

価の主体、目的等により種々異なり得る一定の幅がある概念であるところ、評価通達１８５

括弧書き後段は、財産の取得時期が課税時期に近接する場合や取引の態様（利害関係のない

第三者間における取引と認められる場合）等の諸事情を踏まえて、「帳簿価額」が「時価」（通

常の取引価額）と認められる一定の幅の内の金額であると判断される場合については、課税

実務上の簡便性に配慮し、あえて「通常の取引価額」の具体的金額を算定することまではせ

ず、「帳簿価額」が「通常の取引価額」に相当するとして「帳簿価額」により簡便に評価す

ることができることとしたものと解される。これは、評価会社が土地等及び家屋等を課税時

期の直前に取得（新築）したなど、帳簿価額によって容易に通常の取引価額（時価）を把握

できる場合もあることから、実務上の簡便性に配慮し、かかる評価方法が定められたもので

ある。 

 以上のとおり、評価会社が課税時期前３年以内に取得した土地等及び家屋等の価額は、常

に課税時期における通常の取引価額（時価）に相当する金額によって評価されるから、当該

評価会社の株式の評価額が相続税法２２条所定の課税時期における時価を超えることはな

い。 

 したがって、評価通達１８９（３）等は、相続税法２２条に違反しない。 

ウ 本件株式の評価が類似業種比準方式によるべきであるとはいえないこと 

（ア）相続税法２２条に定める時価の算出に当たっては、課税実務上、評価通達に定められた

画一的な評価方式によって相続財産を評価することとされている。仮に、相続財産の客観

的な交換価格を個別に評価する方法をとると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等に

より異なった評価額が生じることを避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、課税

事務の迅速な処理が困難となるおそれがあること等から、評価通達にあらかじめ定められ

た評価方式によりこれを画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜及び徴税

費用の節減という見地から見て合理的なものであるといえる。 
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 したがって、本件株式についても、評価通達１８９（３）等に従い、純資産価額方式に

よって評価すべきであり、類似業種比準方式によって評価すべきであるとはいえない。 

（イ）原告らが主張する昭和５８年改正の理念がいかなるものであるか、必ずしも明確ではな

いが、上記アで述べたとおり、評価通達１８９（３）等が定められたのは、株式取引の実

態に適合するように評価の一層の適正化を図る目的で行われた平成２年改正において、会

社の総資産のうちに占める各資産の保有状況が、類似業種比準方式における標本会社であ

る上場会社に比べて著しく土地等に偏った土地保有特定会社の株式については、一般の評

価会社に適用される類似業種比準方式を適用すべき前提条件を欠き、同方式によっては適

正な評価が期し難いことから、当該会社の資産価値をより良く反映させた適正な評価を行

うためである。 

 このように、土地保有特定会社の株式については、そもそも類似業種比準方式を適用す

べき前提条件を欠くのであり、より適正な評価が可能となるように純資産価額方式によっ

て評価すべきことが定められたのであるから、昭和５８年改正によって、全ての評価会社

に純資産価額方式の適用が強制されなくなり、類似業種比準方式が適用されるようになっ

たとしても、そのことを理由に、純資産価額方式のみによって株式を評価すべき旨を定め

る評価通達１８９（３）等の定めが不合理であるとはいえない。 

 また、平成２年改正の目的は合理的なものであるところ、同改正による土地保有特定会

社の評価においては、小会社については土地保有特定会社の対象から除外され、かつ土地

保有特定会社の判定基準である土地保有割合については、中会社は大会社の判定基準（７

０％以上）より一層高い９０％以上とするなど、昭和５８年改正の経緯や趣旨を踏まえつ

つ、中小企業の事業承継に対し十分配慮した合理的な内容となっている。 

（ウ）なお、評価通達１８９（３）等は、個人が所有する株式（特定の評価会社である土地保

有特定会社の株式）に係る相続税法２２条に規定する時価（客観的交換価値）を算出する

ための評価方式を定めたものである。そして、評価通達に定められた評価方式が合理的な

ものである限り、これが形式的に全ての納税者に適用されることが租税平等主義にかなう

ものであって、本件株式の評価に際して適用される評価通達の定めは合理性を有するもの

であるから、評価通達１８９（３）等の定めによって算定された本件株式の評価額は、相

続税法２２条に規定する時価として相当なものである。したがって、評価通達１８９（３）

等によって本件株式を評価することは租税法律主義に反するものではない。 

（２）争点（２）（本件会社が土地保有特定会社に該当するか否か）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 大会社の場合、土地保有割合が７０％以上であれば、土地保有特定会社に該当するところ

（評価通達１８９（３））、本件相続開始時点における本件会社の総資産価額（相続税評価額）

は１７６億２６３０万７０００円（別表１０の①の価額）であり、本件会社が所有する土地

等の価額（相続税評価額）の合計額は１３３億３２９７万２０００円（別表１０の㋩の価額）

であるから、本件会社の土地保有割合は７５．６４％となる。したがって、本件会社は土地

保有特定会社に該当するため、本件株式は純資産価額方式によって評価されることとなる。 

 本件会社が所有する土地等の価額の内訳は、下記イからカまでのとおりであり、その土地

等の明細は、別表１１－１記載のとおりであるところ、これらはいずれも評価通達に従って

評価したものである。なお、上記各土地等の評価額は、合理的であると認められる不動産鑑
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定評価額に基づいて算定された評価額（別表１２参照）を下回っていることからすると、適

正な時価を上回るものでないことは明らかである。 

イ 土地 １１４億６２７５万５０００円 

 上記価額は、別表１１－１記載の土地（順号１～１３、１５～３３、３６、３７、３９～

４７）の評価額を合計したもの（ただし、１０００円未満を切り捨てたもの。）であり、い

ずれも評価通達に基づき算出したものである。 

ウ 借地権 １億４８０１万６０００円 

 上記価額は、別表１１－１（順号３４及び３５）記載の貸家建付借地権及び借地権の評価

額を合計したものであり、いずれも評価通達に基づき算出したものである。 

エ 借地権（本件会社が本件相続開始前３年以内に取得したもの） 

 ６億５１７６万７０００円 

 上記価額は、本件会社が本件相続開始前３年以内に取得した別表１１－１（順号１４及び

３８）記載の借地権（本件甲借地権及び本件乙借地権）の評価額を合計したものである。 

 本件甲借地権の目的となっている本件甲底地に関するＮ不動産鑑定士による鑑定評価額

（乙第１２号証。以下「Ｎ鑑定」という。）、本件乙借地権の目的となっている本件Ｇ３土地

に関するＯ不動産鑑定士による鑑定評価額（乙第１８号証。以下「Ｏ鑑定」という。）は、

いずれも本件相続開始時点における当該各土地の適正な時価であり、Ｎ鑑定及びＯ鑑定を前

提として算出した本件甲借地権及び本件乙借地権の評価額は、評価通達１８５括弧書きにお

ける「課税時期における通常の取引価額に相当する金額」であると認められる。 

オ 賃借権 １０５８万３０００円 

 上記価額は、別表１１－１（順号４８）記載の賃借権の評価額であり、評価通達に基づき

算出したものである。 

カ 借地権（本件会社が「土地の無償返還に関する届出書」を提出して使用していた土地に関

するもの） １０億５９８５万１０００円 

 上記価額は、本件無償返還予定地（別表１１－２記載の各土地）に関する借地権又は貸家

建付借地権の評価額（自用地として評価した価額の２０％に相当する金額）を合計したもの

である。 

 この点、昭和６０年６月５日付け直資２－５８ほか「相当の地代を支払っている場合等の

借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」（ただし、平成１７年５月３１日

付け課資２－４ほかにより改正されたもの。以下「相当地代通達」という。）８は、被相続

人が同族関係者となっている会社（同族会社）に対し被相続人所有の土地を貸し付け、当該

貸付けに当たり無償返還届出書が提出されている場合には、昭和４３年１０月２８日付け直

資３－２２ほか「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」（以下「相当地代貸宅

地通達」という。）の適用がある旨定めている。この相当地代貸宅地通達は、被相続人が同

族関係者となっている同族会社に被相続人所有の土地を貸し付け、当該貸付けに当たり無償

返還届出書が提出されている場合には、当該同族会社の株式の評価上、当該土地の自用地と

しての価額の２０％に相当する金額を同社の純資産価額に算入する旨定めている。そうする

と、本件会社が無償返還届出書を提出して使用していた土地の借地権又は貸家建付借地権の

価額（１０億５９８５万１０００円）は、土地保有割合の計算上、評価通達１８９（３）の

「土地等の価額」に加算されることとなる。なお、相当地代通達８により読み替えられた相
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当地代貸宅地通達が適用されるため、相当地代通達５によって借地権の価額が零と取り扱わ

れるものではない。 

キ 原告ら主張の土地等の評価額について 

 原告らは、別表１１－１記載の各土地等について、一部を除き、Ｐ不動産鑑定士による不

動産鑑定評価（以下「Ｐ鑑定」という。）に基づいて評価をしている。 

 しかしながら、租税平等主義という観点からして、評価通達に定める評価方法が合理的な

ものである限り、これが形式的に全ての納税者に適用されることによって租税負担の実質的

な公平をも実現することができるものと解されるから、特定の納税者あるいは特定の相続財

産についてのみ同通達に定める方式以外の方法によってその評価を行うことは、たとえその

方法による評価額がそれ自体としては相続税法２２条の定める時価として許容できる範囲

内のものであったとしても、納税者間の実質的負担の公平を欠くことになり、許されないも

のというべきである。 

 また、Ｐ鑑定は、不動産取引市場全体の実態を反映しない偏った取引事例を収集・選択し

て取引事例比較法を適用し、試算価格（比準価格）を算出し、各試算価格の調整をして鑑定

評価額を決定したものであり、適正な鑑定評価額から著しく逸脱したものであるから、相続

税法２２条の定める時価（客観的交換価値）であるとは認められない。 

（原告らの主張の要旨） 

ア 仮に、評価通達１８９（３）等の適用を前提として本件会社の土地保有割合を計算したと

しても、別表１３記載のとおり、本件会社の総資産価額は１６８億９０９６万８０００円で

あり、土地等の価額の合計額は１１５億３７７８万２０００円であるから、土地保有割合は

６８．３％となる。したがって、本件会社は土地保有特定会社に該当しないため、本件株式

は類似業種比準方式によって評価されることになる。 

 本件会社が所有する土地等の価額の内訳は、下記イからオまでのとおりであり（なお、下

記カは、後に述べるとおり、本件会社の総資産価額に算入されるが、土地等の価額の合計額

には算入されない。）、各土地等の明細は、別表１４記載のとおりである。 

イ 土地 １０８億７１０５万００００円 

 上記金額は、別表１４記載の土地（順号１～１３、１５～３３、３６、３７、３９～４７）

の評価額を合計したものである（ただし、１０００円未満を切り捨てたもの）。別表１４記

載の土地のうち、順号２８、２９、４１から４７までの土地の評価額については、被告主張

の評価額を認める。その余の土地の評価額は、順号１５記載の本件甲底地を除き、Ｐ鑑定に

よる更地評価額を前提に算出したものである（その計算明細は別表１５記載のとおりであ

る。）。 

ウ 借地権 １億４５１２万６０００円 

 上記金額は、別表１４（順号３４及び３５）記載の借地権及び貸家建付借地権の評価額を

合計したものであり、Ｐ鑑定による更地評価額を前提に算出したものである（その計算明細

は別表１５（順号３４及び３５）記載のとおりである。）。 

エ 借地権（本件会社が本件相続開始前３年以内に取得したもの） 

 ５億１１０２万３０００円 

 上記金額は、別表１４（順号１４及び３８）記載の本件甲借地権及び本件乙借地権の評価

額を合計したものであり、Ｐ鑑定による更地評価額を前提に算出したものである（その計算
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明細は別表１５（順号１４及び３８）記載のとおりである。）。 

 なお、被告主張の評価額は、国税不服審判所が認定した価額をも上回っており、不当かつ

不合理である。 

オ 賃借権 １０５８万３０００円 

 被告主張の評価額を認める。 

カ 借地権（本件会社が「土地の無償返還に関する届出書」を提出して使用していた土地に関

するもの） １０億５９８５万１０００円 

 被告主張の評価額を認める。ただし、上記評価額は、土地保有割合の計算上、分母に算入

されるが、分子には算入されない。すなわち、相当地代通達５は、借地権が設定されている

土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る借地権の価額は、零

として取り扱う旨定めているから、土地保有割合の計算上、分子（評価通達１８９（３）の

「土地等の価額の合計額」）には算入されない。他方、土地の無償返還届出書が提出されて

いる場合の貸宅地の評価について定める相当地代通達８の規定に基づき、同規定が引用する

相当地代貸宅地通達を読み替えて適用すれば、同通達は、課税時期における被相続人所有の

貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の２０％に相当する金額（借地権の価額）を

控除した金額により評価することとし、この借地権の価額は、被相続人所有の株式会社の株

式評価上、同社の純資産価額に算入する旨定めているから、この借地権の価額は、土地保有

割合の計算上、分母（評価通達１８９（３）の「その有する各資産をこの通達に定めるとこ

ろにより評価した価額の合計額」）には算入されることになる。 

（３）争点（３）（本件株式についてとるべき評価方法及び一株当たりの評価額） 

（被告の主張の要旨） 

 本件株式は、評価通達１８９（３）に定める土地保有特定会社の株式に該当し、評価通達１

８９－４及び１８５の定めに基づき、純資産価額方式によって評価することとなるところ、そ

の評価額は、別表１０の⑪欄記載のとおり、１株当たり５５万３１９３円となる。 

（原告らの主張の要旨） 

 本件株式は、類似業種比準方式によって評価すべきであり、類似業種の株価を基礎として、

類似業種と本件会社の１株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額を所定の方法で比較

し、類似業種の株価に比準して算出した価額に０．７を乗じると、その評価額は１株当たり１

０万３３３５円となる。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（評価通達１８９（３）等の合理性の有無等）について 

（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価に

よる旨定めているが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。 

 もっとも、相続財産の客観的交換価値といっても、必ずしも一義的に確定されるものではな

いことから、課税実務においては、相続財産評価の一般的基準が評価通達によって定められ、

これに定められた画一的な評価方式によって相続財産の時価、すなわち客観的交換価値を評価

するものとしている。これは、相続財産の客観的な交換価値を個別に評価する方法を採ると、

その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異なった評価額が生じることを避け難く、また、

課税庁の事務負担が重くなり、回帰的かつ大量に発生する課税事務の迅速な処理が困難となる

おそれがあることなどからして、あらかじめ定められた評価方式によりこれを画一的に評価す
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る方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地から見て合理的であると

いう理由に基づくものである。 

 したがって、相続財産の価額は、評価通達により定められたその評価方法が合理的なもので

ある場合、それによって評価するとかえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明

らかであったり、その評価方法によっては時価を適切に算定することができず、これを超える

結果となることが明らかであるなど、評価通達によって評価することが相当ではないと認めら

れる特段の事情がない限り、評価通達に規定された評価方法によって評価するのが相当であり、

その評価の結果をもって適切な時価と推認することができるものというべきである。 

 そこで、以下、本件に関係する評価通達の改正経緯及び内容等をみた上で、評価通達１８９

（３）等に定める評価方法が合理的か否か、本件株式を評価通達１８９（３）等によって評価

することが相当でないと認められる特段の事情があるか否かについて検討する。 

（２）評価通達の改正経緯及び内容等 

ア 昭和３９年から昭和５８年改正前までの評価通達 

 評価通達は、昭和３９年４月２５日付けで定められたものであるところ、昭和５８年改正

の前は、取引相場のない株式について、評価会社を資本金の額、総資産価額及び取引金額の

要素を用いて大会社、中会社又は小会社に区分し、その区分に応じて次のとおり評価する旨

定めていた。すなわち、①大会社の株式の価額については、類似業種比準方式によって評価

し、②中会社の株式の価額については、併用方式（ただし、Ｌの割合は、大会社に近いもの

は０．７５、中間のものは０．５、小会社に近いものは０．２５とされていた。）によって

評価し、③小会社の株式の価額については、純資産価額方式により評価するものとしていた。

ただし、大会社及び中会社の株式の評価において、類似業種比準価額が１株当たりの純資産

価額を超える場合には、納税義務者の選択により、純資産価額に相当する金額を類似業種比

準価額とすることが認められていた。（甲１４、乙３８） 

イ 昭和５８年改正の経緯及び内容等 

 日本経済の高度成長に伴う土地価額の上昇や、中小企業の創業者の高齢化に伴う世代交代

が生じるようになった状況を背景として、昭和４０年代後半頃から、中小企業関係の団体等

が、相続税の問題を事業承継という観点から検討するようになり、特に純資産価額方式によ

る株式の評価において、土地の高騰等を反映して評価額が異常に高くなり、相続税の負担が

増大し、納税のために事業用財産の一部を処分せざるを得ないケースが生じるなど、事業承

継の円滑化が阻害される結果となっているとして、取引相場のない株式の評価方法などにつ

いて、制度改善を求める要望がされるようになった（甲１０）。 

 そして、当時の通商産業省（中小企業庁）は、中小企業経営者の各種団体からの要望や中

小企業承継税制問題研究会の「中小企業事業承継税制に関する報告書」（昭和５６年３月）

を受けて、昭和５７年の税制改正に際し、取引相場のない株式について、収益還元方式を織

り込んだ評価方式の導入と個人の事業用土地及び居住用土地の評価の軽減について改正意

見を提出した。そして、税制調査会も、このような事情を背景として、中小企業経営者の相

続税問題を取り上げ、「昭和５７年度の税制改正に関する答申」（昭和５６年１２月）におい

て、「専門家の意見を徴する等により幅広く検討を加えるべきものと考える。」旨答申した。

（甲１０、１１、１４、乙３９） 

 そして、税制調査会は、昭和５７年６月、中小企業株式評価問題小委員会を設置し、相続
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税における取引相場のない株式の評価の問題について審議を開始し、国税庁の実施した実態

調査の結果も踏まえて、「昭和５８年度の税制改正に関する答申」（昭和５７年１２月）にお

いて、「相続税については、最近、中小企業の事業の円滑な承継の観点から、各種の議論が

行われているが、中小企業経営者の相続税の課税の実態等からみても過度の負担を求めてい

るとは認められず、税制上特別の措置を講ずることは適当でない。ただ、小規模な会社の株

式は、現在、いわゆる純資産価額方式のみにより評価されていることから、株式価格の形成

要素の一つである収益性についても評価上配慮する余地があるのではないかとする意見が

あること、大・中規模の会社の株式に適用されるいわゆる類似業種比準方式においては既に

収益性が織り込まれていること等に留意すれば、現行の株式の評価体系の枠組みの中で収益

性を加味することとするのが適当である。また、いわゆる類似業種比準方式についても類似

業種のとり方等その合理化を図るべきである。」旨答申した。（甲１２、１４、乙３９） 

 昭和５８年４月８日付けの評価通達の一部改正（昭和５８年改正）は、かかる税制調査会

における審議及び答申に沿って行われたものであり、①小会社の株式については、従来、純

資産価額方式のみによって評価していたが、納税義務者の選択により、併用方式（Ｌの割合

は０．５）によって評価することを認めることとし、②中会社の株式についても、従来、小

会社に近い規模のものに適用していたＬの割合を０．２５から０．５に変更し、③大会社及

び中会社の株式について、納税義務者の選択により、純資産価額方式によって評価すること

ができる旨定め（昭和５８年改正前の評価通達１８０ただし書の定めを改め、小会社の株式

の評価の定め方と平仄を合わせたもの。）、④類似業種比準方式について、類似業種の採り方

を弾力化し、類似業種の適用株価として、前年の平均株価を選択できることとするなどの見

直しをした（甲１４、１６、乙３８、３９）。 

ウ 昭和６３年の税制改正（旧措置法６９条の４の制定経緯） 

 税制調査会は、「税制改革についての中間答申」（昭和６３年４月）において、「不動産の

実勢価額と相続税評価額とに開きがあることに着目して、借入金により不動産取得を行うと

いう形での相続税の税負担回避行為が横行していると指摘されている。こうした状況にかん

がみ、（中略）、負担の公平を確保する観点から、こうした税負担回避行為に対する歯止め措

置を講ずることが必要であると考える。」旨答申した（甲４）。 

 これを受けて、昭和６３年法律第１０９号により、旧措置法６９条の４が制定され、個人

が相続若しくは遺贈により取得した財産又は個人が贈与により取得した財産で相続税法１

９条の規定の適用を受けるもののうちに、当該相続又は同条の相続の相続開始前３年以内に

これらの相続又は遺贈に係る被相続人が取得等をした土地等又は建物等がある場合には、当

該個人が取得等をした当該土地等又は建物等については、同法１１条の２に規定する相続税

の課税価格に算入すべき価額又は同法１９条の規定により当該相続税の課税価格に加算さ

れる贈与により取得した財産の価額は、同法２２条の規定にかかわらず、当該土地等又は建

物等に係る取得価額として政令で定めるものの金額とする旨定められた（１項）。 

エ 平成２年改正の経緯及び内容等 

 税制調査会は、平成２年、土地税制小委員会を設置し、土地税制の見直しについて審議を

開始し、同小委員会は、同年４月から６月まで１３回にわたって審議を重ね、その間の同年

５月２９日、「土地税制見直しの基本課題」を発表した（甲７）。 

 かかる状況を受けて、平成２年８月３日付けで評価通達の一部改正（平成２年改正）が行
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われ、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等が一般の会社と異なる「株式保有特定会社」、

「土地保有特定会社」、「開業後３年未満の会社等」、「開業前又は休業中の会社」及び「清算

中の会社」の各株式については、「特定の評価会社の株式」として特別な評価方法により評

価することとされ（評価通達１７８ただし書、１８９（１）～（５））、その具体的な評価方

法については評価通達１８９－２ないし１８９－５において定められた（なお、これらの項

はいずれも改正時のものであり、その後の評価通達の一部改正により、特定の評価会社とし

て評価通達１８９（１）の「比準要素１の会社」が加えられたことを受けて、評価通達１８

９（２）から（６）に項が繰り下げられ、評価通達１８９－２から５も現在の評価通達１８

９－３から６に項が繰り下げられている。）。そして、評価通達１８９（２）（現在の評価通

達１８９（３））は、土地保有割合が７０％以上（中会社については９０％以上）である評

価会社（小会社を除く。）を「土地保有特定会社」と定め、評価通達１８９－３（現在の評

価通達１８９－４）は、土地保有特定会社の株式については、純資産価額方式によって評価

するものとした。また、評価通達１８５括弧書きは、課税時期前３年以内に取得又は新築し

た土地等又は家屋等の価額については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額

（帳簿価額がこれに相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額）によっ

て評価するものとした。（甲６、乙５） 

 なお、税制調査会は、「土地税制のあり方についての基本答申」（平成２年１０月）におい

て、「会社がそのオーナーの相続開始前に借入金で土地を取得し、その会社の株式評価額（純

資産価額方式による。）を大幅に圧縮したり、株式保有特定会社を利用し、その評価額を大

幅に圧縮する等のいわゆる株式評価を利用した行き過ぎた相続税の節税策が行われ、課税の

公平の観点から問題があった。これについては、本年８月３日相続税財産評価に関する基本

通達の一部改正を行うことにより、その是正を図るための評価の適正化が図られ、本年９月

１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価について適用されているところで

ある。今後とも、いわゆる相続税の節税策については、課税の公平を確保する観点から厳正

な対応が必要である。」旨答申している（甲８）。 

オ 平成８年度の税制改正（旧措置法６９条の４の削除経緯） 

 税制調査会は、「平成８年度の税制改正に関する答申」（平成７年１２月）において、「相

続税には、相続開始前３年以内に取得等をした土地等についてのいわゆる取得価額課税の特

例がある。昭和６０年代当時、土地等の実勢価額と相続税評価額との開きに着目して相続開

始直前に土地等を取得することにより相続税の負担の軽減を図る事例が多く見受けられた。

この特例は、このような事態に対処するため、昭和６３年の抜本改革で設けられたものであ

る。この特例を直接地価動向と結び付けて議論することは適当ではないが、最近では、相続

開始前に土地等を取得して相続税の負担軽減を図ろうとする行為は見受けられなくなって

きていることから、この特例は、廃止の方向で検討することが適当である。」旨答申した（甲

９）。 

 これを受けて、旧措置法６９条の４は、平成８年法律第１７号による改正により削除され

た。 

（３）評価通達１８９（３）等の合理性 

 上記（２）でみた評価通達の改正経緯及び内容等を踏まえると、取引相場のない株式の評価

に関する評価通達の定めは、合理性を有するものというべきである。その理由は以下に述べる
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とおりである。 

 すなわち、取引相場のない株式とは、上場株式及び気配相場等のある株式以外の株式である

ところ（評価通達１６８）、評価会社の規模は、上場会社に匹敵するような大規模な会社から、

個人企業と変わらない小規模な会社まで様々であることから、取引相場のない株式のすべてを

画一的な方法によって評価することは適当でない。そのため、評価通達は、評価会社の実態に

適合した評価ができるように、事業規模に応じて評価会社を大会社、中会社及び小会社に区分

し、それぞれの区分に応じて評価方式を定めている。 

 このうち、大会社は、上場株式や気配相場等のある株式の発行会社に匹敵するような規模の

会社であり、その株式が正常な状態において取引されるとすれば、上場株式等の取引価格に準

じた価額が付されるものと想定されることから、大会社の株式については、類似業種比準方式

によって評価することを原則としている（ただし、納税義務者の選択により、純資産価額方式

によって評価することを認めている。）。他方、小会社は、その事業規模及び経営実態等からみ

て、個人企業とほとんど変わらないものが多く、このような株式の実態は、株式を通じた会社

財産の完全支配であると認められ、会社財産に対する持分的な性格が強いことから、評価会社

の正味財産に着目して、純資産価額方式によって評価することを原則としている（ただし、納

税義務者の選択により、Ｌの割合を０．５とする併用方式によって評価することを認めてい

る。）。そして、中会社は、大会社と小会社との中間的な規模の会社であり、大会社の規模に次

ぐ会社から、小会社の規模に近い会社までを含んでいることから、中会社の株式については、

事業規模の大きさに応じてＬの割合を異なるものとして定め、併用方式によって評価すること

を原則としている（ただし、納税義務者の選択により、純資産価額方式によって評価すること

を認めている。）。（甲１４、乙３８） 

 他方で、評価会社の中には、会社の総資産のうちに占める各資産の保有状況が、類似業種比

準方式における標本会社である上場会社に比して著しく株式等や土地等に偏っているものが

見受けられるほか、標本会社である上場会社と同様に正常な営業活動を行っておらず又は事業

活動自体を行っていないものが見受けられ、このような評価会社の株式については、類似業種

比準方式を適用すべき前提条件を欠き、同方式又は同方式による評価額が考慮される併用方式

によっては適正な株価の算定を行うことが期し難く、また、これらの原則的な評価方式による

評価額と適正な時価との間に開差が生ずることとなり、かかる開差を利用したいわゆる租税回

避行為の原因ともなっていたことから、課税の公平の観点から、株式の評価方法を適正化する

とともに、租税回避行為に対処することを目的として、評価会社の資産の保有状況、営業の状

態等が一般の会社と異なる「特定の評価会社の株式」、すなわち、「比準要素数１の会社」、「株

式保有特定会社」、「土地保有特定会社」、「開業後３年未満の会社等」、「開業前又は休業中の会

社」及び「清算中の会社」の各株式に区分し、それぞれ、その特殊性に応じた特別な評価方法

を行うものとしている（乙３６）。 

 このうち、評価通達１８９（３）が定める土地保有特定会社の株式については、純資産価額

方式によって評価するものとされている（評価通達１８９－４）。これは、①会社の総資産の

うちに占める土地等の保有状況が類似業種比準方式における標本会社である上場会社と比し

て著しく土地等に偏っており、類似業種比準方式を適用すべき前提条件を欠くものと認められ、

同方式によって適正な株価の算定を行うことを期し難いこと、②土地保有割合が極めて高い評

価会社については、その株式の取引価格の決定に際しても、会社の資産内容に着目した取引が
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なされると考えられるので、株式の評価においても、土地等の保有状況に着目し、その資産価

値を良く反映し得る純資産価額方式により評価することが適切であること、③個人所有の土地

を現物出資して会社を設立し、その会社の株式の評価を土地保有特定会社が営む業種に類似す

る類似業種比準方式を適用することにより、その評価額を大幅に引き下げる（土地保有特定会

社が利益もなく配当もなければ株式の評価額は持っている土地の価額に比べ非常に低いもの

となる。）ことによる節税策に対処することを理由とするものである。そして、土地保有特定

会社の判定基準について、大会社の土地保有割合を７０％以上としているのに対し、中会社の

土地保有割合を９０％と一層高くし、小会社を適用対象外としているのは、中小企業の事業承

継等に配慮したものである。（甲２４、乙３５、３６） 

 また、評価通達１８５括弧書きは、課税時期前３年以内に取得又は新築した土地等又は家屋

等の価額については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額（帳簿価額がこれに相

当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額）によって評価するものとしてい

る。これは、①純資産価額の計算において、評価会社が所有する土地等の時価を算定する場合

に、個人が所有する土地等の評価を行うことを念頭に置いた路線価等によって洗い替え（評価

替え）をすることが唯一の方法であるとは限らないものと考えられ、適正な株式評価の見地か

らは、むしろ通常の取引価額によって評価すべきものであるとも考えられること（なお、平成

２年改正当時の法人税基本通達９－１－１５においても、株式の評価に当たり、評価基本通達

を援用して純資産価額の計算を行う場合にも、土地等と上場株式に限って「時価」（市場価額）

によって評価するものとしている。）、また、②課税時期の直前に取得し、時価が明らかになっ

ている土地等についても、わざわざ、その時価を相当に下回る路線価等の相続税評価額によっ

て洗い替えを行うことは、時価の算定上、適切ではないと考えられることに加え、③土地等の

相続税評価額が実際の取引価額に比し低いことを利用し、会社がそのオーナーの相続開始直前

に借入金で土地を取得し、その会社の株式評価額（純資産価額方式による。）を大幅に引き下

げることによる節税策に対処するため、個人事業者等に適用される旧措置法６９条の４との権

衡をも考慮して、平成２年改正において、定められたものである。（乙６、３５） 

 以上に鑑みると、土地保有特定会社の株式について、純資産価額方式によって評価すること

などを定める評価通達１８９（３）等は、合理性を有するものというべきである。 

（４）原告らの主張について 

ア 原告らは、評価通達１８９（３）等は、バブル経済の時期に導入された旧措置法６９条の

４の規定の施行のために発遣されたものであるところ、同規定が違憲の疑いがあるとして廃

止されたことに伴い、その根拠法をなくしたにもかかわらず、その後も残っているものであ

るから、法律の根拠を欠く無効な通達であり、かかる無効な通達によって本件株式を評価す

ることは租税法律主義に違反する旨主張する。 

 しかしながら、上記（２）においてみたとおり、そもそも、評価通達１８９（３）及び１

８９－４は、大会社又は中会社の株式について、純資産価額方式による評価と類似業種比準

方式による評価との開差を利用した節税策に対処するとともに、土地等の保有状況に着目し、

その資産価値を良く反映し得る評価方法を採るため、土地保有特定会社の株式について純資

産価額方式によって評価する旨を定めているものであり、不動産の実勢価格と相続税評価額

との開差を利用した節税策に対処しようとした旧措置法６９条の４とは直接関係しないと

いうべきであって、節税策に対処するという抽象的な目的において一部共通する点があるに
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すぎない。この点は、取引相場のない株式を純資産価額方式で評価するだけでは、不動産の

実勢価格と相続税評価額との開差を利用した節税策に対処することができないことからも

明らかである。 

 また、旧措置法６９条の４は、被相続人が相続開始前３年以内に取得等をした土地等又は

建物等の価額につき、取得価額によるものとして、相続財産の時価評価を定める相続税法２

２条の適用を排除する特例を定めたものであるのに対し、評価通達１８５括弧書きは、その

文言に照らすと、飽くまで、同条の定めに従った上で、取引相場のない株式について時価評

価をするに際し、１株当たりの純資産価額を算定する前提として、評価会社が保有する資産

の評価方法を定めたものにすぎず、相続財産としての土地等又は建物等の評価方法を定めた

ものではないし、同条の適用を排除する特例を定めたものでもない。したがって、旧措置法

６９条の４と評価通達１８５括弧書きが、不動産の実勢価格と相続税評価額との開差を利用

した節税策に対処するという抽象的な目的において一部共通する点があるとしても、これを

もって、旧措置法６９条の４が評価通達１８５括弧書きの根拠法であるとみることはできな

い。なお、旧措置法６９条の４と評価通達１８５括弧書きの規定の定め方が異なることは、

後に述べるとおりである。 

 そして、評価通達１８９（３）等が、土地保有特定会社の株式の課税時期における評価方

法を定めていることは、その文言からして明らかであり、相続税法２２条に基づく時価評価

の方法の解釈基準を示すものにほかならないから、これによって本件株式を評価することが

租税法律主義に違反するとはいえない。 

 したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

イ 原告らは、仮に、旧措置法６９条の４が評価通達１８９（３）等の根拠法でないとしても、

評価通達１８９（３）等は、旧措置法６９条の４と同じ趣旨、目的により発遣されたもので

あるから、それ自体、違憲の疑いが強いものであり、合理性を失っている旨主張する。これ

は、相続によって取得した取引相場のない株式につき、評価会社の保有する土地等又は建物

等を評価通達１８５括弧書きによって評価すると、上記株式が相続税法２２条の定める時価

よりも過大に評価され、相続税の課税において、いわば「財産権の侵奪」が生じる旨の主張

であると解される。 

 しかしながら、先に述べたとおり、評価通達１８５括弧書きは、そもそも、取引相場のな

い株式について、相続税法２２条の定めに従って時価評価をするに際し、１株当たりの純資

産価額を算定する前提として、評価会社が保有する資産の評価方法を定めたものにすぎず、

相続財産としての土地等又は建物等の評価方法を定めたものではなく、同条の適用を排除す

る特例を定めたものでもない。そして、評価通達１８５括弧書きは、評価会社が課税時期前

３年以内に取得又は新築した土地等又は家屋等の価額は、課税時期における通常の取引価額

に相当する金額によって評価するものとし、帳簿価額に相当する金額によって評価する場合

も、当該帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合に限定し

ているのであるから、旧措置法６９条の４のように、取得価額をもって財産の価額とみなす

ことを定めたものではない。このように、評価通達１８５括弧書きは、帳簿価額による評価

を強制するものではなく、地価下落時の評価においても、実勢価額との逆転現象を生じさせ

るものではなく、これを許容するものでもないから、相続税法２２条の定める時価よりも過

大に評価され、相続税の課税において、原告らがいうような「財産権の侵奪」が生じるもの
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であるとはいえない。 

 したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

ウ 原告らは、評価通達１８５括弧書きの定めは、相続税法２２条の定める評価の時点及びそ

の評価額を変更している上、「課税時期における通常の取引価額」が判明しているのであれ

ば、「帳簿価額」を持ち出す必要はなく、「帳簿価額」の使用を認めていることの意義は、「課

税時期における通常の取引価額」が判明していない場合でも、「帳簿価額」によって評価で

きるとする点にあり、相続税法２２条の定める「当該財産の取得の時（相続等の時点）にお

ける時価」を超える課税価格を認める余地を開くものであるから、このような評価通達１８

５括弧書きを含む評価通達１８９（３）等を用いて財産の評価を行うことは、相続税法２２

条に違反する旨主張する。 

 しかしながら、既に述べたところによれば、評価通達１８５括弧書きが、相続税法２２条

の定める評価の時点及びその評価額を変更しているとはいえない。また、評価通達１８５括

弧書きが帳簿価額に相当する金額によって所定の資産を評価することを定めた理由は、前記

（３）において述べたとおりであり、課税時期の直前に取得した土地等又は家屋等について

は、帳簿価額によって、通常の取引価額の範囲内にあることを容易に判断できる場合もある

ことから、実務上の簡便性にも配慮し、かかる評価方法を定めたものである。そのため、評

価通達１８５括弧書きが、相続税法２２条の定める「当該財産の取得の時における時価」を

超える課税価格を認める余地を開くものではない。 

 したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

エ 原告らは、評価通達１８９（３）等は、審議を経ることなく国税庁長官の発遣する一片の

通達ごときによって事業承継税制を変更し、土地保有特定会社について、企業の収益性を加

味した評価方式である類似業種比準方式を排除し、純資産価額方式による評価を強制するも

のであり、事業承継税制の理念に逆行し、租税法律主義を軽視する極めて異質なものであり、

本件会社の株式が、まさに事業承継税制がその適用対象として念頭に置いていた株式の典型

例であることからすれば、事業承継税制の趣旨に従い、当該株式の営利性を加味した類似業

種比準方式によって評価されるべきである旨主張する。 

 しかしながら、前記（２）においてみたとおり、税制調査会は、「昭和５８年度の税制改

正に関する答申」（昭和５７年１２月）において、「相続税については、最近、中小企業の事

業の円滑な承継の観点から、各種の議論が行われているが、中小企業経営者の相続税の課税

の実態等からみても過度の負担を求めているとは認められず、税制上特別の措置を講ずるこ

とは適当でない。」旨答申しており、小会社の株式を純資産価額方式によって評価する従来

の評価方法を不合理なものであるとはしていない。 

 一方、税制調査会は、「小規模な会社の株式は、現在、いわゆる純資産価額方式のみによ

り評価されていることから、株式価格の形成要素の一つである収益性についても評価上配慮

する余地があるのではないかとする意見があること、大・中規模の会社の株式に適用される

いわゆる類似業種比準方式においては既に収益性が織り込まれていること等に留意すれば、

現行の株式の評価体系の枠組みの中で収益性を加味することとするのが適当である。」旨答

申している。昭和５８年改正も、これに沿って、小会社の株式については、従来、純資産価

額方式のみによって評価していたところを、納税義務者の選択により、Ｌの割合を０．５と

する併用方式によって評価することを認めることとしたものであり、類似業種比準方式によ
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る評価額が考慮され得るものの、これをそのまま採用したものではない。そして、昭和５８

年改正においても、小会社の株式の評価は、飽くまで、純資産価額方式によって評価するこ

とを原則としているのであって、純資産価額方式を一律に不合理なものとして排除している

わけではない。なお、昭和５８年改正は、大会社及び中会社の株式についても、納税義務者

の選択により、純資産価額方式によって評価することができるものとしている（昭和５８年

改正前の評価通達１８０ただし書の定めを改め、小会社の株式の評価の定め方と平仄を合わ

せたもの。）。 

 このように、昭和５８年改正は、中小企業の事業承継に配慮し、小会社の株式について、

納税義務者の選択により、併用方式によって評価することを認めたものであるが、他方で、

すべての会社について、純資産価額方式によって株式を評価することをも許容しているので

あり、取引相場のない株式の評価について、純資産価額方式が一定の合理性を有することを

前提としているものということができる。 

 そして、平成２年改正は、評価通達１８９（３）が定める土地保有特定会社の株式につい

ては、純資産価額方式によって評価するものとしたものであるが（評価通達１８９－４）、

前記（３）において述べたとおり、これは、①会社の総資産のうちに占める土地等の保有状

況が類似業種比準方式における標本会社である上場会社と比して著しく土地等に偏ってお

り、類似業種比準方式を適用すべき前提条件を欠くものと認められ、同方式によって適正な

株価の算定を行うことを期し難いこと、②土地保有割合が極めて高い評価会社については、

その株式の取引価格の決定に際しても、会社の資産内容に着目した取引がなされると考えら

れるので、株式の評価においても、土地等の保有状況に着目し、その資産価値を良く反映し

得る純資産価額方式により評価することが適切であること、③個人所有の土地を現物出資し

て会社を設立し、その会社の株式の評価を土地保有特定会社が営む業種に類似する類似業種

比準方式を適用することにより、その評価額を大幅に引き下げる（土地保有特定会社が利益

もなく配当もなければ株式の評価額は持っている土地の価額に比べ非常に低いものとな

る。）ことによる節税策に対処することを理由とするものである。また、土地保有特定会社

の判定基準について、中会社の土地保有割合を９０％と一層高くし、小会社を適用対象外と

するなど、中小企業の事業承継等にも配慮がされている。 

 以上に述べたところに鑑みると、土地保有特定会社の株式について純資産価額方式によっ

て評価することには、合理性があるといえる上、昭和５８年改正の趣旨に反するものではな

いというべきである。 

 また、原告らが主張するとおり、本件会社が営利活動を継続しており、亡Ｊが本件会社に

対する土地取引を利用して節税を図った事実がないとしても、土地保有特定会社の株式につ

いて純資産価額方式によるものとした上記①及び②の理由に鑑みると、上記事実をもって本

件株式を同方式によって評価することが不合理であるとみるべき特段の事情ということは

できない。 

 したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

オ 原告らは、評価通達１８９（３）等は、大会社について土地保有割合が７０％以上である

場合に、その株式を純資産価額方式によって評価する旨定めているが、このような形式的な

基準によって評価方式及び課税価格が大きく変動する可能性がある通達の定めは、かえって

租税負担の公平を害するものであり、合理性を有するものではない旨主張する。 
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 しかしながら、先に述べたとおり、平成２年改正において、評価通達１８９（２）（現在

の評価通達１８９（３））が、土地保有割合が７０％以上である大会社を土地保有特定会社

としたのは、その資産構成が類似業種比準方式における標本会社の土地保有割合に比して著

しく土地等に偏っており、類似業種比準方式によっては適正な株価の算定を行うことが期し

難いことを理由とするものであるから、大会社についてこのような一律の基準を設けること

は、前記（１）において述べた相続財産の画一的評価という観点に照らしても、合理性を有

するものというべきである。したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはで

きない。 

（５）以上のとおり、評価通達１８９（３）は合理性を有するものであり、本件株式をこれに従っ

て評価することが相当でないと認められる特段の事情があるとは認められない。 

２ 争点（２）（本件会社が土地保有特定会社に該当するか否か）について 

（１）既に述べたとおり、土地保有特定会社とは、大会社については、土地保有割合が７０％以上

である会社をいうところ（評価通達１８９（３））、本件会社の土地保有割合が７０％を超える

か否かについて、当事者間に争いがある。 

 この点、前記前提事実のとおり、本件会社は、本件相続の開始当時、別表１０記載の各資産

を有していた。そして、その評価額については、「土地」、「借地権」及び「３年以内に取得し

た借地権」に係る評価額を除き、当事者間に争いがない。 

 そこで、以下、「土地」、「借地権」及び「３年以内に取得した借地権」に係る評価額につい

て検討するとともに、当事者間に争いがある土地保有割合の計算方法、すなわち、借地権（本

件会社が「土地の無償返還に関する届出書」を提出して使用していた土地に関するもの）の評

価額を土地保有割合の計算上、評価通達１８９（３）の「土地等の価額」に加算することがで

きるか否かについて検討することとする。 

（２）土地保有割合を算定する場合における各資産の評価方法について 

 評価通達１８９（３）は、土地保有割合を算定するに当たり、評価会社が有する各資産を評

価通達の定めるところによって評価する旨定めているところ、評価会社が有する各資産の価額

は、評価通達により定められたその評価方法が合理的なものである場合、それによって評価す

るとかえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであったり、その評価方法

によっては時価を適切に算定することができず、これを超える結果となることが明らかである

など、評価通達によって評価することが相当ではないと認められる特段の事情がない限り、評

価通達に規定された評価方法によって評価するのが相当である。 

（３）土地の評価額について 

ア 評価通達１１から２６までは、宅地の評価について定めており、その概要は、次のとおり

である（乙５、６）。すなわち、市街地的形態を形成する地域にある宅地については、路線

価方式（その宅地の面する路線に付された路線価に基づき、所定の方法により計算した金額）

によって評価するものとし、それ以外の宅地は、倍率方式（固定資産税評価額に一定の地域

ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額）によって評価する

ものとされている。このうち、路線価方式における路線価とは、売買実例価額、公示価格、

鑑定評価額及び精通者意見価格等に基づいて評定された１㎡当たりの価額であり、評価上の

安全性に配慮して、公示価格の８割程度の水準を目途として定められている。また、路線価

方式による評価額の算出に当たっては、上記路線価を基にして、例えば、宅地の奥行距離に
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応じた奥行価格補正、複数の路線に接する場合の加算、不整形地の価格補正など、評価対象

地の状況、形状等に応じた様々な補正等を行うことにより、当該土地の個別の事情をその評

価額に反映させることとしている。 

 評価通達が定める宅地の評価方法は、相続又は贈与における財産評価手法として一般的に

合理性を有し、課税実務上も定着しているものであり、本件において、かかる評価通達によ

って評価することが相当ではない特段の事情を認めるに足りる証拠はない。 

 したがって、本件会社が所有する土地の評価は、評価通達に規定された評価方法によって

評価するのが相当である。 

イ 前記前提事実のとおり、本件会社は、本件相続の開始当時、別表１１－１（順号１～１３、

１５～３３、３６、３７、３９～４７）記載の各土地（以下「本件会社所有地」という。）

を所有していた。 

 そして、本件会社所有地を評価通達に基づいて評価すると、別表１１－１の各土地に対応

する「被告主張額」欄記載のとおりの金額になる（なお、同別表順号２８、２９、３９～４

７の土地の評価額は当事者間に争いがない。）（甲１、２、弁論の全趣旨）。 

 したがって、本件会社所有地の価額は、合計１１４億６２７５万５０００円である。 

ウ 原告らの主張について 

 原告らは、本件会社所有地の評価額は、別表１４記載の各土地に対応する「原告主張額」

欄記載のとおりであり、争いのある土地の評価額は、本件甲底地（同別表順号１５）を除き、

Ｐ鑑定による更地評価額によって算出すべきである旨主張する。 

 しかしながら、先に述べたとおり、本件会社所有地の価額は、評価通達に規定された評価

方法によって評価するのが相当である。また、Ｐ鑑定は、不動産取引市場全体の実態よりも

低額のものに偏した取引事例を収集・選択するなどして取引事例比較法を適用し、試算価格

（比準価格）を算出し、各試算価格の調整をして鑑定評価額を決定しており、適正な鑑定評

価額であるとは認められない（甲２、１７～２２、乙４０～４３（枝番を含む。）、弁論の全

趣旨）。したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

（４）借地権の評価額について 

ア 評価通達２７は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての

価額（評価通達２５（１）が定める「自用地としての価額」をいう。）に、当該価額に対す

る借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の

割合が概ね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によ

って評価する旨定めている。また、評価通達２８は、貸家の敷地の用に供されている借地権

の価額は、所定の算式（借家権割合及び家屋に係る賃貸割合を考慮して借地権の価額を減価

するもの）により計算した価額によって評価する旨定めている。（乙５） 

 評価通達が定める借地権及び貸家建付借地権の評価方法は、相続又は贈与における財産評

価手法として一般的に合理性を有し、課税実務上も定着しているものであり、本件において、

かかる評価通達によって評価することが相当ではない特段の事情を認めるに足りる証拠は

ない。 

 したがって、本件会社が有する借地権及び貸家建付借地権の評価は、評価通達に規定され

た評価方法によって評価するのが相当である。 

イ 前記前提事実のとおり、本件会社は、本件相続の開始当時、別表１１－１（順号３４及び
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３５）記載の借地権（貸家建付借地権である。以下「本件貸家建付借地権」という。）を有

していた（甲２、弁論の全趣旨）。 

 そして、本件貸家建付借地権を評価通達に基づいて評価すると、別表１１－１（順号３４

及び３５）記載の借地権に対応する「被告主張額」欄記載のとおりの金額になる（甲２、弁

論の全趣旨）。 

 したがって、本件貸家建付借地権の評価額は、１億４８０１万６０００円である。 

ウ なお、原告らは、別表１４（順号３４）記載の借地権及び同別表（順号３５）記載の貸家

建付借地権の評価額は、これらに対応する「原告主張額」欄記載のとおりであり、Ｐ鑑定に

よる更地評価額を前提として算出すべきである旨主張する。 

 しかしながら、先に述べたとおり、本件貸家建付借地権の価額は、評価通達に規定された

評価方法によって評価するのが相当である。また、Ｐ鑑定は、適正な鑑定評価額であるとは

認められない。したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

（５）借地権（本件会社が本件相続開始前３年以内に取得したもの）の評価額について 

ア 評価通達１８５括弧書きは、「各資産を評価通達に定めるところにより評価した価額」に

関し、課税時期前３年以内に取得又は新築した土地等又は家屋等の価額については、課税時

期における通常の取引価額に相当する金額（帳簿価額がこれに相当すると認められる場合に

は、当該帳簿価額に相当する金額）によって評価するものとし、「以下同じ。」と定めている。

そのため、評価通達１８９（３）が規定する「各資産を評価通達の定めるところにより評価

した価額」についても、評価通達１８５括弧書きの定めと同様に評価することになる。そし

て、評価通達１８５括弧書きが合理性を有することは、既に述べたとおりである。 

 したがって、本件会社が有する借地権（本件会社が本件相続開始前３年以内に取得したも

の）の評価は、評価通達１８５括弧書きが規定する「課税時期における通常の取引価額に相

当する金額」（帳簿価額がこれに相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する

金額）によって評価するのが相当である。 

イ 前記前提事実のとおり、本件会社は、本件相続の開始当時、本件相続開始前３年以内に取

得した借地権として、別表１１－１（順号１４）記載の本件甲借地権及び同別表（順号３８）

記載の本件乙借地権を有していた。 

 そこで、本件甲借地権及び本件乙借地権の「課税時期における通常の取引価額に相当する

金額」について、以下、検討する。 

ウ 被告の主張について 

 被告は、本件甲借地権及び本件乙借地権の通常の取引価額は、別表１１－１（順号１４及

び３８）記載の借地権に対応する「被告主張額」欄記載のとおりの金額であり、本件甲借地

権の目的となっている本件甲底地に関するＮ鑑定及び本件乙借地権の目的となっている本

件Ｇ３土地に関するＯ鑑定を前提として算出すべきである旨主張する。 

 しかしながら、Ｎ鑑定は、特定価格（市場性を有する不動産について、法令等による社会

的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合におけ

る不動産の経済価値を適正に表示する価格）を求める不動産鑑定評価に基づいて取引価格が

決められた取引事例や、取引価格が当該取引の当事者間においてのみ経済的合理性が認めら

れる価格の取引事例を採用するものである上、公示価格から算定した基準価格と約１５％の

価額の乖離が生じていることに鑑みると、合理性を欠くものといわざるを得ない（甲２、乙
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１２）。 

 また、Ｏ鑑定は、地域の標準的な画地である公示地より、間口距離に比して奥行距離が長

大な土地の取引事例を補正することなく採用し、建築基準法５６条所定の道路斜線制限があ

るにもかかわらず、地上１０階建ての建築物を想定して収益価格を算定している上、公示価

格から算定した基準価格と約８％の価額の乖離が生じていることに鑑みると、合理性を欠く

ものといわざるを得ない（甲２、乙１８）。 

 なお、被告は、Ｎ鑑定及びＯ鑑定がいずれも合理性を有することの証拠として、Ｎ鑑定及

びＯ鑑定の評価額を上回る評価額を述べる不動産鑑定評価書、すなわち、本件甲底地に関す

るＱ不動産鑑定士による不動産鑑定評価書（乙２０）及び本件Ｇ３土地に関するＲ不動産鑑

定士による不動産鑑定評価書（乙２１）を提出している。しかしながら、上記各不動産鑑定

評価書は、公示価格から算定した基準価格との乖離がＮ鑑定及びＯ鑑定よりも更に生じるも

のであり、その原因についての合理的な説明も見出し難いことからすると、これらをそのま

ま採用することはできない。 

 したがって、この点に関する被告の主張を採用することはできない。 

エ 原告らの主張について 

 原告らは、別表１４（順号１４）記載の本件甲借地権及び同別表（順号３８）記載の本件

乙借地権の評価額は、これらに対応する「原告主張額」欄記載のとおりであり、Ｐ鑑定によ

る更地評価額を前提として算出すべきである旨主張する。 

 しかしながら、先に述べたとおり、Ｐ鑑定は、適正な鑑定評価額であるとは認められない

から、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

オ 検討 

 本件裁決は、本件甲借地権及び本件乙借地権の評価額について、Ｎ鑑定、Ｏ鑑定及びＰ鑑

定を不合理なものとして採用せず、①本件甲借地権の目的となっている本件甲底地が存する

地域と状況が類似する地域に存する国土利用計画法施行令９条所定の基準地の標準価格に

基づき、評価通達２７を適用して、別紙３記載のとおり、本件甲借地権の価額を３億９８３

６万８０００円と算定し、②本件乙借地権の目的となっている本件Ｇ３土地が存する地域と

状況が類似する地域に存する地価公示法２条所定の標準地（公示地）の正常な価格（公示価

格）に基づき、評価通達２７を適用して、別紙４記載のとおり、本件乙借地権の価額を２億

０１６４万８３３０円と算定した。 

 この点、上記基準地の標準価格及び上記標準地の正常な価格は、いずれも、土地について、

自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価

格であることからすれば（国土利用計画法施行令９条２項、地価公示法２条２項）、土地の

客観的な交換価値を示すものということができる。 

 したがって、本件裁決が算定した本件甲借地権及び本件乙借地権の上記各価額は、合理的

な評価額として、採用することができる。 

（６）借地権（本件会社が「土地の無償返還に関する届出書」を提出して使用していた土地に関す

るもの）について 

ア 前記前提事実のとおり、本件相続の開始当時、本件会社は、本件無償返還予定地（別表１

１－２記載の各土地）を目的とする借地権及び貸家建付借地権（価額合計１０億５９８５万

１０００円）を有し、無償返還届出書を提出して使用していた。なお、本件無償返還予定地



28 

は、亡Ｊが所有していたものである（別表４参照）。 

 この点、原告らは、相当地代通達５は、借地権が設定されている土地について、無償返還

届出書が提出されている場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として取り扱う旨定めて

いるから、土地保有割合の計算上、本件無償返還予定地の借地権の価額は、分子（評価通達

１８９（３）の「土地等の価額の合計額」）には算入されない旨主張する。 

 しかしながら、かかる原告らの主張を採用することはできない。その理由は、以下に述べ

るとおりである。 

イ 相当地代通達５は、借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されて

いる場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として扱う旨定めている。これは、土地所有

者と借地人との間に将来無償で土地を返還する旨の合意がある場合には、借地権の価額を零

として扱うことが当事者間の取引の実態にかなうと考えられることによると解される。（乙

５、２３） 

 他方、相当地代通達８は、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し

付け、当該土地について無償返還届出書が提出されている場合には、相当地代貸宅地通達の

適用がある旨定めている。そして、相当地代貸宅地通達は、この場合には、当該同族会社の

株式の評価上、当該土地の自用地としての価額の２０％に相当する金額（借地権の価額）を

同社の純資産価額に算入する旨定めている。これは、①被相続人が同族関係者となっている

同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、当該被相続人が自ら当該土地を利用してい

る場合と実質的に変わりがないにもかかわらず、前者の場合は、相続税の計算上、自用地と

しての価額の８０％に相当する金額で評価される一方で、後者の場合には、相続税の計算上、

自用地としての価額の１００％に相当する金額で評価されるという課税上の不公平が生じ

るため、当該土地の価額を個人と法人を通じて１００％顕在させることが課税の公平上適当

であると考えられること、②無償返還届出書の提出があるとしても、借地借家法によって保

護される借地権の存在が否定されるものでないことから、当該同族会社の株式の評価上、当

該土地の自用地としての価額の２０％に相当する金額を、借地権の価額として、同社の純資

産価額に算入することとしたものであると解される。（乙５、２３） 

 以上に鑑みると、上記各通達の定めは合理性を有するというべきであり、相当地代通達８

及び相当地代貸宅地通達の適用がある場合には、相当地代通達５の適用はないと解するのが

相当である。 

 したがって、本件無償返還予定地の自用地としての価額の２０％に相当する金額、すなわ

ち、借地権及び貸家建付借地権の価額合計１０億５９８５万１０００円は、本件会社の土地

保有割合の計算上、分母及び分子のいずれにも算入されるべきものである。 

（７）以上に述べたところによれば、本件相続の開始時点における本件会社の総資産価額（相続税

評価額）は１７５億７４５５万６０００円（別表１６の①の価額）であり、本件会社が所有す

る土地等の価額（相続税評価額）の合計額は１３２億８１２２万１０００円（別表１６の㋩の

価額）であるから、本件会社の土地保有割合は７５．５７％となる。 

 したがって、本件会社は土地保有特定会社に該当する。 

３ 争点（３）（本件株式についてとるべき評価方法及び一株当たりの評価額）について 

 先に検討したとおり、本件会社は土地保有特定会社に該当するから、本件株式は純資産価額方

式によって評価すべきであるところ、その評価額は、別表１６の⑪欄記載のとおり、１株当たり
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５５万１８１７円となる。 

４ 本件各処分の適法性について 

（１）第二次各更正処分の適法性 

 これまでに述べたところからすれば、原告らの本件相続に係る課税価格及び納付すべき税額

は、別表１９の「課税価格」欄及び「納付すべき相続税額」欄各記載のとおりであり（その計

算根拠は、別表１７から別表１９までに記載するとおりである。）、当該金額は、第二次各更正

処分（ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。）に係る課税価格及び

納付すべき税額と同額であるから、第二次各更正処分は適法である。 

（２）本件賦課決定処分の適法性 

 原告らに係る過少申告加算税の金額は、別表３（順号１０）記載のとおりであり、第一次各

賦課決定処分（ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。）の金額と同

額であるから、第一次各賦課決定処分は適法というべきである。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のと

おり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 小林 宏司 

   裁判官 堀内 元城 

   裁判官 武見 敬太郎 



30 

（別紙１） 

指定代理人目録 

 

早川充、中澤直人、大森幸子、宇野憲之、伊藤仁志、山本英樹、東亜希子 

以上 
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（別紙２） 

本件各処分の根拠及び適法性 

 

１ 第二次各更正処分の根拠及び適法性 

（１）第二次各更正処分の根拠 

 原告らの相続税に係る課税価格及び納付すべき相続税額は、別表１「課税価格等の計算明細

表」記載のとおりであり、その詳細は、次のとおりである。 

ア 課税価格の合計額（別表１順号１０の「合計額」欄の金額） 

２０４億１５９６万１０００円 

 上記金額は、本件相続に係る相続人である原告ら及び他の相続人がそれぞれ相続により取

得した次の（ア）の財産の価額（別表１順号６の各人の金額）から、次の（イ）の相続人ら

がそれぞれ負担する債務等の金額（別表１順号７の各人の金額）を控除してそれぞれ算出し

た純資産価額に、次の（ウ）の他の相続人の純資産価額に加算される相続開始前３年以内の

贈与財産価額（別表１順号９の他の相続人に係る金額）を加算した後の、以下の各人の課税

価格（ただし、国税通則法（平成２１年法律第１３号による改正前のもの）１１８条１項の

規定により、相続人ら各人ごとに１０００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。別表１

順号１０の相続人らの各課税価格）を合計した金額である。 

 原告Ｅ ２５億９４４６万６０００円 

 原告Ｆ ２５億９４４６万６０００円 

 原告Ｈ ２５億９４４７万１０００円 

 原告Ｉ ２５億９４４６万６０００円 

 他の相続人 １００億３８０９万２０００円 

（ア）相続により取得した財産の価額（別表１順号６の「合計額」欄の金額） 

２０４億９９０８万０９２５円 

 上記金額は、相続人らが本件相続により取得した財産の総額であり、その内訳は次のと

おりである。 

ａ 土地等の価額（別表４順号１３の「価額」欄の金額） ７０億６６７９万２７７９円 

 上記金額の内訳は、別表４「土地等の明細」記載のとおりである。 

ｂ 家屋の価額（別表５順号３の「価額」欄の金額） １１３８万７６１５円 

 上記金額の内訳は、別表５「家屋の明細」記載のとおりである。 

ｃ 有価証券の価額（別表６順号８の「価額」欄の金額） 

 １２３億４４７８万７４８０円 

 上記金額の内訳は、別表６「有価証券の明細」記載のとおりである。 

ｄ 現金預貯金等の価額（別表７順号１５の「価額」欄の金額） 

 ６億７３７８万９０２１円 

 上記金額の内訳は、別表７「現金預貯金等の明細」記載のとおりである。 

ｅ その他の財産の価額（別表８順号９の「価額」欄の金額） 

４億０２３２万４０３０円 

 上記金額の内訳は、別表８「その他の財産の明細」記載のとおりである。 

（イ）債務等の金額（別表９順号１０の「金額」欄の金額） １億０３１１万７２５３円 
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 上記金額の内訳は、別表９「債務等の明細」記載のとおりである。 

（ウ）相続開始前３年以内の贈与加算額 ２０００万円 

 上記金額は、相続税法（平成２１年法律第１３号による改正前のもの。以下同じ。）１

９条１項の規定により、他の相続人が、本件相続の開始前３年以内に被相続人から贈与に

より財産を取得したことにより相続税の課税価格に加算される金額である。 

イ 納付すべき相続税額 

 本件相続に係る原告らの納付すべき相続税額は、相続税法１５条ないし１７条の各規定に

基づき、次のとおり算定したものである。 

（ア）課税遺産総額（別表２順号３の金額） ２０３億１５９６万１０００円 

 上記金額は、上記アの課税価格の合計額から、相続税法１５条の規定により、５０００

万円と１０００万円に本件相続に係る相続人の数である５を乗じた金額５０００万円と

の合計額１億円を控除した後の金額である。 

（イ）法定相続分に応ずる取得金額（別表２順号５の各欄の金額） 

ａ 原告Ｅ（法定相続分８分の１） ２５億３９４９万５０００円 

ｂ 原告Ｆ（法定相続分８分の１） ２５億３９４９万５０００円 

ｃ 原告Ｈ（法定相続分８分の１） ２５億３９４９万５０００円 

ｄ 原告Ｉ（法定相続分８分の１） ２５億３９４９万５０００円 

ｅ 他の相続人（法定相続分２分の１） １０１億５７９８万円 

 上記各金額は、相続税法１６条の規定により、相続人らが上記（ア）の金額を民法９

００条の規定による相続分（別表２順号４の各欄の割合）に応じて取得したものとした

場合の各人の取得金額（ただし、昭和３４年１月２８日付け直資１０による国税庁長官

通達「相続税法基本通達の全部改正について」（平成２１年６月１７日付け課資２－５

ほかによる改正前のもの。）１６－３の取扱いにより、各相続人ごとに１０００円未満

の端数金額を切り捨てた後の金額）である。 

（ウ）相続税の総額（別表１順号１１及び別表２順号７の金額） ９９億２２９８万円 

 上記金額は、上記（イ）ａないしｅの各金額に、それぞれ相続税法１６条に定める税率

を乗じて算出した金額の合計額である。 

（エ）原告Ｅの納付すべき相続税額（別表１順号１５の「原告Ｅ」欄の金額） 

 １２億６１０１万５０００円 

 上記金額は、相続税法１７条の規定により、上記（ウ）の金額に、上記アの課税価格の

合計額２０４億１５９６万１０００円（別表１順号１０の「合計額」欄及び別表２順号１

の金額）のうち原告Ｅに係る課税価格２５億９４４６万６０００円（別表１順号１０の「原

告Ｅ」欄の金額）の占める割合を乗じて算出した金額（ただし、国税通則法１１９条１項

の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

（オ）原告Ｆの納付すべき相続税額（別表１順号１５の「原告Ｆ」欄の金額） 

１２億６１０１万５０００円 

 上記金額は、相続税法１７条の規定により、上記（ウ）の金額に、上記アの課税価格の

合計額２０４億１５９６万１０００円（別表１順号１０の「合計額」欄及び別表２順号１

の金額）のうち原告Ｆに係る課税価格２５億９４４６万６０００円（別表１順号１０の「原

告Ｆ」欄の金額）の占める割合を乗じて算出した金額（ただし、国税通則法１１９条１項
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の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

（カ）原告Ｈの納付すべき相続税額（別表１順号１５の「原告Ｈ」欄の金額） 

１２億６１０１万７４００円 

 上記金額は、相続税法１７条の規定により、上記（ウ）の金額に、上記アの課税価格の

合計額２０４億１５９６万１０００円（別表１順号１０の「合計額」欄及び別表２順号１

の金額）のうち原告Ｈに係る課税価格２５億９４４７万１０００円（別表１順号１０の「原

告Ｈ」欄の金額）の占める割合を乗じて算出した金額（ただし、国税通則法１１９条１項

の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

（キ）原告Ｉの納付すべき相続税額（別表１順号１５の「原告Ｉ」欄の金額） 

１２億６１０１万５０００円 

 上記金額は、相続税法１７条の規定により、上記（ウ）の金額に、上記アの課税価格の

合計額２０４億１５９６万１０００円（別表１順号１０の「合計額」欄及び別表２順号１

の金額）のうち原告Ｉに係る課税価格２５億９４４６万６０００円（別表１順号１０の「原

告Ｉ」欄の金額）の占める割合を乗じて算出した金額（ただし、国税通則法１１９条１項

の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

（２）第二次各更正処分の適法性 

 本件相続に係る原告らの納付すべき相続税額は、それぞれ上記（１）イ（エ）ないし（キ）

のとおりであるところ、第二次各更正処分（ただし、本件裁決により一部取り消された後のも

の。以下同じ。）における原告らの納付すべき相続税額は、いずれも上記（１）イ（エ）ない

し（キ）の各被告主張額の範囲内であるから、第二次各更正処分は適法である。 

２ 第一次各賦課決定処分の根拠及び適法性 

（１）第一次各賦課決定処分の根拠 

 上記１（２）のとおり、第二次各更正処分は適法であるところ、原告らは、相続税を過少に

申告していたものであるから、同人らに対しては、第二次各更正処分により新たに納付すべき

こととなった税額につき、国税通則法６５条１項及び２項に基づき過少申告加算税が賦課され

ることとなる。 

 原告らに課される過少申告加算税の金額は、次の各金額のとおりであり、その計算根拠は、

別表３に記載のとおりである。 

ア 原告Ｅに係る過少申告加算税の額 ７３８４万１０００円 

イ 原告Ｆに係る過少申告加算税の額 ７３８４万１０００円 

ウ 原告Ｈに係る過少申告加算税の額 ７３８４万１０００円 

エ 原告Ｉに係る過少申告加算税の額 ７３８４万１０００円 

（２）第一次各賦課決定処分の適法性 

 上記（１）アないしエのとおり、原告らに課される過少申告加算税の額は、いずれも７３８

４万１０００円となるところ、第一次各賦課決定処分（ただし、本件裁決により一部取り消さ

れた後のもの。以下同じ。）における原告らの過少申告加算税の金額は、いずれもこれと同額

であるから、第一次各賦課決定処分は適法である。 

以上 



34 

別紙３及び別紙４ 省略 
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別表Ａ 課税処分等の経緯（原告Ｅ） （単位：円） 

順号 区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税 

1 当初申告 平成22年2月1日 1,219,805,000 574,284,000 － 

2 修正申告 平成22年12月27日 1,219,805,000 576,058,600 － 

3 加算税賦課決定処分 平成23年1月28日 － － ① 170,000 

4 第一次各更正処分等 平成23年4月18日 2,593,110,000 1,260,346,300 ② 74,013,000 

5 第一次各異議申立て 平成23年6月17日 1,219,805,000 576,058,600 
0 

(②の全部取消し) 

6 異議決定 平成23年9月16日 棄却 

7 審査請求 平成23年10月14日 1,219,805,000 576,058,600 
0 

(②の全部取消し) 

8 第二次各更正処分等 平成23年12月26日 2,594,450,000 1,261,007,100 ③ 66,000 

9 第二次各異議申立て 平成24年2月3日 1,219,805,000 576,058,600 
0 

(③の全部取消し) 

10 審査裁決 平成24年10月9日 2,590,785,000 1,259,173,700 
73,841,000 

(③の全部及び②の一部取消し) 

 
別表Ｂ 課税処分等の経緯（原告Ｆ） （単位：円） 

順号 区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税 

1 当初申告 平成22年2月1日 1,219,805,000 574,284,000 － 

2 修正申告 平成22年12月27日 1,219,805,000 576,058,600 － 

3 加算税賦課決定処分 平成23年1月28日 － － ① 170,000 

4 第一次各更正処分等 平成23年4月18日 2,593,110,000 1,260,346,300 ② 74,013,000 

5 第一次各異議申立て 平成23年6月17日 1,219,805,000 576,058,600 
0 

(②の全部取消し) 

6 異議決定 平成23年9月16日 棄却 

7 審査請求 平成23年10月14日 1,219,805,000 576,058,600 
0 

(②の全部取消し) 

8 第二次各更正処分等 平成23年12月26日 2,594,450,000 1,261,007,100 ③ 66,000 

9 第二次各異議申立て 平成24年2月3日 1,219,805,000 576,058,600 
0 

(③の全部取消し) 

10 審査裁決 平成24年10月9日 2,590,785,000 1,259,173,700 
73,841,000 

(③の全部及び②の一部取消し) 

 
別表Ｃ 課税処分等の経緯（原告Ｈ） （単位：円） 

順号 区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税 

1 当初申告 平成22年2月1日 1,219,810,000 574,286,400 － 

2 修正申告 平成22年12月27日 1,219,810,000 576,060,900 － 

3 加算税賦課決定処分 平成23年1月28日 － － ① 170,000 

4 第一次各更正処分等 平成23年4月18日 2,593,115,000 1,260,348,700 ② 74,013,000 

5 第一次各異議申立て 平成23年6月17日 1,219,810,000 576,060,900 
0 

(②の全部取消し) 

6 異議決定 平成23年9月16日 棄却 

7 審査請求 平成23年10月14日 1,219,810,000 576,060,900 
0 

(②の全部取消し) 

8 第二次各更正処分等 平成23年12月26日 2,594,455,000 1,261,009,500 ③ 66,000 

9 第二次各異議申立て 平成24年2月3日 1,219,810,000 576,060,900 
0 

(③の全部取消し) 

10 審査裁決 平成24年10月9日 2,590,790,000 1,259,176,100 
73,841,000 

(③の全部及び②の一部取消し) 

 
別表Ｄ 課税処分等の経緯（原告Ｉ） （単位：円） 

順号 区分 年月日 課税価格 納付すべき税額 過少申告加算税 

1 当初申告 平成22年2月1日 1,219,805,000 574,284,000 － 

2 修正申告 平成22年12月27日 1,219,805,000 576,058,500 － 

3 加算税賦課決定処分 平成23年1月28日 － － ① 170,000 

4 第一次各更正処分等 平成23年4月18日 2,593,110,000 1,260,346,300 ② 74,013,000 

5 第一次各異議申立て 平成23年6月17日 1,219,805,000 576,058,500 
0 

(②の全部取消し) 

6 異議決定 平成23年9月16日 棄却 

7 審査請求 平成23年10月14日 1,219,805,000 576,058,500 
0 

(②の全部取消し) 

8 第二次各更正処分等 平成23年12月26日 2,594,450,000 1,261,007,100 ③ 66,000 

9 第二次各異議申立て 平成24年2月3日 1,219,805,000 576,058,500 
0 

(③の全部取消し) 

10 審査裁決 平成24年10月9日 2,590,785,000 1,259,173,700 
73,841,000 

(③の全部及び②の一部取消し) 
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別表１ 課税価格等の計算明細表 

（単位：円） 

順号 区分 合計額 原告Ｅ 原告Ｆ 原告Ｈ 原告Ｉ 他の相続人 

１ 

取
得
財
産
の
価
額 

土地 7,066,792,779 855,316,217 855,316,217 855,319,872 855,316,218 3,645,524,255 

２ 家屋 11,387,615 2,846,708 2,846,708 2,847,492 2,846,707 0 

３ 有価証券 12,344,787,480 1,483,439,345 1,483,439,345 1,483,439,345 1,483,439,345 6,411,030,100 

４ 現金預貯金等 673,789,021 168,447,259 168,447,258 168,447,253 168,447,251 0 

５ その他の財産 402,324,030 98,265,508 98,265,508 98,265,507 98,265,507 9,262,000 

６ 小計 20,499,080,925 2,608,315,037 2,608,315,036 2,608,319,469 2,608,315,028 10,065,816,355 

７ 債務等 103,117,253 13,848,250 13,848,250 13,848,250 13,848,250 47,724,253 

８ 
純資産価額 

（６－７） 
20,395,963,672 2,594,466,787 2,594,466,786 2,594,471,219 2,594,466,778 10,018,092,102 

９ 
純資産価額に加算される 

暦年課税分の贈与財産価額 
20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 

１０ 
課税価格 

（８＋９） 
20,415,961,000 2,594,466,000 2,594,466,000 2,594,471,000 2,594,466,000 10,038,092,000 

１１ 相続税の総額 9,922,980,000 － － － － － 

１２ あん分割合 1 
2594466

 20415961 
  

2594466

 20415961 
  

2594471

 20415961 
  

2594466

 20415961 
  

10038092

 20415961 
  

１３ 各人の相続税額 9,922,979,998 1,261,015,057 1,261,015,057 1,261,017,487 1,261,015,057 4,878,917,340 

１４ 税額控除額 4,643,822,147 0 0 0 0 4,643,822,147 

１５ 納付すべき相続税額 5,279,157,500 1,261,015,000 1,261,015,000 1,261,017,400 1,261,015,000 235,095,100 

(注)１ 順号１０欄の各人の金額は、1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である。 

２ 順号１１欄の金額は、別表２「相続税の総額の計算明細表」の順号７欄の金額と同額である。 

３ 順号１５欄の各人の金額は、100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である。 
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別表２ 相続税の総額の計算明細表 

 

（単位：円） 

順号 区分 原告Ｅ 原告Ｆ 原告Ｈ 原告Ｉ 他の相続人 

１ 課税価格の合計額 20,415,961,000 

２ 遺産に係る基礎控除額 100,000,000 

３ 
課税遺産総額 

（１の金額－２の金額） 
20,315,961,000 

４ 法定相続分 
1

 8 
  

1

 8 
  

1

 8 
  

1

 8 
  

1

 2 
  

５ 
法定相続分に応ずる取得金額 

（３の金額×４の法定相続分） 
2,539,495,000 2,539,495,000 2,539,495,000 2,539,495,000 10,157,980,000 

６ 相続税の総額の基となる税額 1,222,747,500 1,222,747,500 1,222,747,500 1,222,747,500 5,031,990,000 

７ 相続税の総額 9,922,980,000 

(注)１ 順号１欄の金額は、別表１順号１０欄の「合計額」欄の金額である。 

２ 順号２欄の金額は、「5,000万円＋1,000万円×５人（法定相続人の数）」の算式により求めた金額である。 

３ 順号５欄の金額は、順号３欄の金額に相続人各人の各法定相続分の割合を乗じ、それぞれ1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である。 

４ 順号６欄の金額は、順号５欄の各人ごとの金額に相続税法16条に掲げる率を乗じて計算した金額である。 

５ 順号７欄の金額は、順号６欄の各金額の合計額である。 
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別表３ 過少申告加算税の計算明細表 

 

（単位：円） 

順号 区分 原告Ｅ 原告Ｆ 原告Ｈ 原告Ｉ 

１ 本件修正申告における納付すべき税額 576,058,600 576,058,600 576,060,900 576,058,500 

２ 第二次各更正処分における納付すべき税額 1,259,173,700 1,259,173,700 1,259,176,100 1,259,173,700 

３ 

加算税の基礎となる税額 

(第二次各更正処分により新たに納付すべき税額) 

（２－１） 

683,110,000 683,110,000 683,110,000 683,110,000 

４ 
通則法65条１項の規定に基づく金額 

（３×10％） 
68,311,000 68,311,000 68,311,000 68,311,000 

５ 通則法65条３項１号に規定する累積増差税額 1,774,600 1,774,600 1,774,500 1,774,500 

６ 

加算税の基礎となる税額(順号２－順号１)に 

累積増差税額(順号５)を加算した金額 

（２－１＋５） 

684,889,700 684,889,700 684,889,700 684,889,700 

７ 期限内申告税額 574,284,000 574,284,000 574,286,400 574,284,000 

８ 

通則法65条２項の規定に基づき加算される 

金額の基礎となる税額 

（６－７） 

110,600,000 110,600,000 110,600,000 110,600,000 

９ 
通則法65条２項の規定に基づく金額 

（８×５％） 
5,530,000 5,530,000 5,530,000 5,530,000 

１０ 
過少申告加算税の金額 

（４＋９） 
73,841,000 73,841,000 73,841,000 73,841,000 

（注１）順号１の金額は、本件修正申告書第１表(続)における各人の順号㉓のうち「㋺修正申告額」欄の金額である（乙第１号証・２及び３枚目）。 

（注２）順号２の金額は、本件裁決書別紙２ないし５における各表「３ 課税標準等及び税額等の計算」のうち、順号㉓における「裁決後の額Ｂ」欄の金額 

である（甲第２号証・７１、７４、７７及び８０ページ)。 

（注３）順号３及び順号８の各金額は、通則法118条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のものである。 

（注４）順号５の金額は、本件修正申告により各人が新たに納付すべき税額であり、本件修正申告書第１表(続)における各人の順号㉓のうち「㋩修正する額 

（㋺－㋑)」欄の金額である（乙第１号証・２及び３枚目）。 

（注５）順号７の金額は、本件修正申告書第１表(続)における各人の順号㉓のうち「㋑修正前の課税額」欄の金額である（乙第１号証・２及び３枚目）。
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別表４から別表１７まで 省略 
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別表１８ 相続税の総額の計算明細表 

 

（単位：円） 

順号 区分 原告Ｅ 原告Ｆ 原告Ｈ 原告Ｉ 他の相続人 

１ 課税価格の合計額 20,386,513,000 

２ 遺産に係る基礎控除額 100,000,000 

３ 
課税遺産総額 

（１の金額－２の金額） 
20,286,513,000 

４ 法定相続分 
1

 8 
  

1

 8 
  

1

 8 
  

1

 8 
  

1

 2 
  

５ 
法定相続分に応ずる取得金額 

（３の金額×４の法定相続分） 
2,535,814,125 2,535,814,125 2,535,814,125 2,535,814,125 10,143,256,500 

６ 相続税の総額の基となる税額 1,220,907,063 1,220,907,063 1,220,907,063 1,220,907,063 5,024,628,250 

７ 相続税の総額 9,908,256,500 

(注)１ 順号１欄の金額は、別表１順号１０欄の「合計額」欄の金額である。 

２ 順号２欄の金額は、「5,000万円＋1,000万円×５人（法定相続人の数）」の算式により求めた金額である。 

３ 順号５欄の金額は、順号３欄の金額に相続人各人の各法定相続分の割合を乗じ、それぞれ1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である。 

４ 順号６欄の金額は、順号５欄の各人ごとの金額に相続税法16条に掲げる率を乗じて計算した金額である。 

５ 順号７欄の金額は、順号６欄の各金額の合計額である。 
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別表１９ 課税価格等の計算明細表 

（単位：円） 

順号 区分 合計額 原告Ｅ 原告Ｆ 原告Ｈ 原告Ｉ 他の相続人 

１ 

取
得
財
産
の
価
額 

土地 7,066,792,779 855,316,217 855,316,217 855,319,872 855,316,218 3,645,524,255 

２ 家屋 11,387,615 2,846,708 2,846,708 2,847,492 2,846,707 0 

３ 有価証券 12,315,341,080 1,479,758,545 1,479,758,545 1,479,758,545 1,479,758,545 6,396,306,900 

４ 現金預貯金等 673,789,021 168,447,259 168,447,258 168,447,253 168,447,251 0 

５ その他の財産 402,324,030 98,265,508 98,265,508 98,265,507 98,265,507 9,262,000 

６ 小計 20,469,634,525 2,604,634,237 2,604,634,236 2,604,638,669 2,604,634,228 10,051,093,155 

７ 債務等 103,117,253 13,848,250 13,848,250 13,848,250 13,848,250 47,724,253 

８ 
純資産価額 

（６－７） 
20,366,517,272 2,590,785,987 2,590,785,986 2,590,790,419 2,590,785,978 10,003,368,902 

９ 
純資産価額に加算される 

暦年課税分の贈与財産価額 
20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 

１０ 
課税価格 

（８＋９） 
20,386,513,000 2,590,785,000 2,590,785,000 2,590,790,000 2,590,785,000 10,023,368,000 

１１ 相続税の総額 9,908,256,500 － － － － － 

１２ あん分割合 1 
2590785

 20386513 
  

2590785

 20386513 
  

2590790

 20386513 
  

2590785

 20386513 
  

10023368

 20386513 
  

１３ 各人の相続税額 9,908,256,498 1,259,173,764 1,259,173,764 1,259,176,194 1,259,173,764 4,871,559,012 

１４ 税額控除額 4,636,470,012 0 0 0 0 4,636,470,012 

１５ 納付すべき相続税額 5,271,786,200 1,259,173,700 1,259,173,700 1,259,176,100 1,259,173,700 235,089,000 

(注)１ 順号１０欄の各人の金額は、1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である。 

２ 順号１１欄の金額は、別表２「相続税の総額の計算明細表」の順号７欄の金額と同額である。 

３ 順号１５欄の各人の金額は、100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である。 

 


